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平成２９年第３回長与町議会定例会 

議事日程（第６号） 

 

平成２９年 ９月２５日（月） 

午 前 ９時３０分 開 議  

日程 議案番号 件        名 備 考 

１ ５０ 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 ※総文 

２ ５１ 
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 
※総文 

３ ５２ 長与町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 ※産厚 

４ ５３ 平成２９年度長与町一般会計補正予算（第２号） ※総文 

５ ５４ 平成２９年度長与町駐車場事業特別会計補正予算(第１号) ※総文 

６ ５５ 平成２９年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） ※産厚 

７ ５６ 平成２９年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） ※産厚 

８ ５７ 平成２９年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号） ※産厚 

９ ５８ 
平成２９年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計

補正予算（第１号） 
※産厚 

１０ ５９ 平成２９年度長与町水道事業会計補正予算(第１号） ※産厚 

１１ ６０ 平成２９年度長与町下水道事業会計補正予算(第１号) ※産厚 

１２ ６１ 平成２８年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について ※総文 

１３ ６２ 
平成２８年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 
※総文 

１４ ６３ 
平成２８年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
※産厚 

１５ ６４ 
平成２８年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について 
※産厚 

１６ ６５ 
平成２８年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 
※産厚 

１７ ６６ 
平成２８年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 
※産厚 

※ 付託された委員会 

 

 



日程 議案番号 件        名 備 考 

１８ ６７ 平成２８年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定について ※産厚 

１９ ６８ 
平成２８年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定につい

て 
※産厚 

２０ 発議２ 道路整備事業に必要な予算確保に関する意見書 ― 

２１ ― 長与町議会議員政治倫理条例に係る調査特別委員会報告について  

２２ ― 議員派遣の件  

２３ ― 委員会の閉会中の継続調査申し出  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

※ 付託された委員会 

 



平成２９年第３回長与町議会定例会 

追加議事日程（第６号の追加１） 

 

平成２９年 ９月２５日（月） 

日程 議案番号 件        名 備 考 

１ 発議３ 西岡克之議員に対する議員辞職勧告決議  

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 



○議長（内村博法議員） 

皆さんおはようございます。２２日までの委員会審査、お疲れさまでした。 

会議に入る前に長崎新聞より写真撮影の申し込みがありましたので、許可しておりま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、ただいまから本日の会議を開催いたします。 

まず日程第１、議案第５０号附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例、日

程第２、議案第５１号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例を一括議題といたします。 

ただいま一括議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

総務文教常任委員長。 

○１０番（岩永政則議員） 

皆さんおはようございます。それでは御報告をいたします。９月８日の本会議におき

まして、総務文教常任委員会に付託されました議案の審査の結果について、会議規則第

４１条の規定により報告を申し上げます。 

審査日につきましては、９月１１日に全委員出席のもと、説明員として荒木総務部長、

山本総務課長その他関係職員の出席を求め審査を行いました。提案理由及び主な内容と

しましては、長与町在宅医療介護連携推進協議会及び長与町認知症初期集中支援チーム

検討委員会を附属機関として新たに追加するものでございます。 

本議案は、介護保険に係る地域包括ケアシステムの構築に向け、医療と介護の両方を

必要とする高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられる

よう介護予防、生活予防など、在宅医療と介護サービスの一体的な提供に向けて関係者

の連携を推進するためのものでございます。委員の構成はそれぞれ２０人以内、任期は

２年とするものでございます。附則として施行日を公布の日から施行するということで

ございます。以上の説明がございました。 

主な質疑として、１つには在宅医療のそれぞれのニーズに合った展開が求められるが、

住民側のニーズや地域の問題等の把握、啓発はどうしているのかとの問いに対しまして、

今年４月から地域包括ケアコーディネーターが２人配置されていて相談者として回って

いる。その中で聞こえてくる声と在宅医療介護連携推進協議会では、住民代表の民生委

員、その他コミュニティ代表２人が対応をする。啓発につきましては、現在、部会を作

ってどういった啓発を行ったらいいのか問題点等を抽出をしている。最終的にはコミュ

ニティを通じ利用者には啓発を行っていくとのことでございました。また、今回の提案

より早く諫早市等では２７年８月に立ち上げている。委員については、医療関係者や介

護関係者の名称ではなく、具体的に医師会等の名称で明記しているが遅れているのか。

また、市と町では対応の仕方に特例等があったのかとの問いに対しまして、県内では遅

れている。今年度から県がヒアリング等を行っている。進んでいる市町もあり、本町は

立ち上がりが遅れているが、住民主体というキーワードのもとコアとなるメンバーで、



西彼杵医師会の積極的な支援で準備から立ち上げてきた。目標は２０２５年で着実に進

んできているとのことでありました。主な質疑は以上のとおりでありまして、慎重に審

査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第５１号特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例につきましては、同じ９月の１１日、委員全員出席のもと、

説明員として荒木総務部長、山本総務課長、その他関係職員の出席を求め審査を行って

まいりました。提案理由、主な内容としましては、特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償について新たに追加するものであります。別表の町長の部に長与町在宅医

療介護連携推進協議会及び長与町認知症初期集中支援チーム検討委員会の報酬額を新た

に加えるものである。附則としては、施行日を公布の日から施行する。以上の説明があ

りました。慎重に審査した結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 

○議長（内村博法議員） 

これから委員長報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第５０号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５１号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第５０号の討論行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１、議案第５０号附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例

を採決いたしいたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第５１号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２、議案第５１号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に日程第３、議案第５２号長与町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

ただいま議題としています議案について、委員長の報告を求めます。 

産業厚生常任委員長。 

○９番（西岡克之議員） 

おはようございます。それでは報告をさせていただきます。産業厚生常任委員会に付

託されました議案の審査の結果について御報告いたします。 

審査日といたしましては、平成２９年９月１１日、委員全員出席のもと、説明員とし

ては、森川住民福祉部長、村田こども政策課長、その他関係職員の同席のもと審査をい

たしました。提案理由の説明としましては、子育て世代の経済的援助を図るため福祉医

療費の支給対象を中学生までの入院費について拡大するとともに、母子及び寡婦福祉法

及び児童扶養手当法施行令の一部の改正に伴う条文の整備と所要の改正を行うものでご

ざいますとの説明を受けました。対象拡大の部分については平成２９年１０月１日から

施行するということでございます。主な質疑といたしましては、今回、入院に限って中

学卒業まで拡大した経緯はということに対しまして、拡大対象に向け検討してきたが、

一定の目途がついたためという答弁がありました。また、施行日が１０月１日となった

理由はなぜかということに対しまして、予算決議後システム改修に１か月ほど時間を要

することと、近隣市町とも足並みをそろえたことによるという答弁がなされました。 

以上のような答弁がなされまして、慎重に審査をした結果、全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決しました。以上でございます。 

○議長（内村博法議員） 

これから委員長報告に対する質疑を行います。 

議案第５２号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第５２号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

河野議員。 

○１４番（河野龍二議員） 

ただいま議題となってます議案第５２号について賛成討論を行います。本議案は、福

祉医療費助成を入院に限り中学校卒業まで拡大する提案であり、これまで私自身、また

同僚議員からもこの福祉医療の拡大の提案がされ続け、その提案に応える内容であり、

評価するとともに賛成するものであります。しかしながら県下の自治体では既に通院に

あっても中学校卒業まで拡大されている自治体が多数であり、こうした状況を踏まえる



と、１日も早い通院にあっても中学校卒業までの拡大が望まれます。また、このような

福祉医療の拡大は子育て世代の大きな要望であります。さらに償還払いから現物給付へ

の移行も今後の課題であります。以上の内容も強く要望し、賛成討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第３、議案第５２号長与町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正

する条例を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第４、議案第５３号平成２９年度長与町一般会計補正予算（第２号）、日

程第５、議案第５４号平成２９年度長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１号）を一

括議題といたします。 

ただいま一括議題としております議案について、委員長の報告を求めます。 

総務文教常任委員長。 

○１０番（岩永政則議員） 

それでは御報告をいたします。議案第５３号平成２９年度長与町一般会計補正予算

（第２号）につきましては、９月１１日、委員全員出席のもと、説明員として荒木総務

長以下関係部長、課長の出席を求め審査を行いました。 

主な提案理由としましては、今回の補正は歳入歳出それぞれ４,３６３万９,０００円

を追加し、補正後の総額を１２２億７,９３６万５,０００円とするものであります。以

下、金額については減額以外は増額となっています。 

歳入の主なものにつきましては、９款地方交付税では交付税確定に伴う予算未計上分

１億５,５８３万６,０００円、１７款繰入金では駐車場事業特別会計１８１万５,００

０円、２項基金繰入では財政調整基金への繰戻し１億６,０００万円を減額、１８款繰

越金では財源調整として１,５６６万８,０００円、２０款町債では消防施設整備に係る

起債及び臨時財政対策債２,８４３万３,０００円、一方、歳出の主なものとしましては、

２款総務費では住民基本台帳システム等の改修に係る電算システム運用開発委託料１,

２００万円、３款民生費では子ども医療費増額分並びに対象年齢を入院のみ中学生まで

拡大する医療費増額分１,１３１万８,０００円、４款衛生費では長与町健康ポイント制

導入に向けたシステム開発関連経費２０４万２,０００円、長与・時津環境施設組合負

担金の増額分４３４万１,０００円、６款農林水産業では百合野地区農道の地積測量図

等作成業務委託料３９０万円、８款土木費では百合野踏切改修工事の増額分２００万円、



長与港改修工事の地元負担金１２４万６,０００円、公園遊具整備費３００万円、岡町

営住宅長寿命化調査設計委託料１１９万７,０００円、地方債補正では消防施設整備事

業２,６６０万円、臨時財政対策債５億１，２５３万３,０００円とする限度額の変更で

あります。以上の説明がございました。 

主な質疑として、地域安全課所管では、インターネット接続料の内容はどのようなも

のかの問いに対して、防災無線のデジタル化が１月完了し、新たな防災メール等を運用

開始しているが、庁舎内ネットワークを利用している関係で、防災システムを単独で行

うことでセキュリティ強化を図りたいということでございます。また、避難所標識整備

工事費については、現在も標識が設置されているが新たに整備することなのかとの問い

に対して、昨年までは２６か所、今回は長与町役場が今年度防災会議で避難所に追加承

認されたので役場に設置した。合計２７か所になるということでございます。 

財政課所管では、普通交付税について当初予算の見込額と実際の確定金額の状況はど

うかの問いに対して、１８億円が普通交付税で４,０００万円が特別交付税で当初予算

に計上していた。７月初旬に普通交付税の算定会議で決定し、実際現金で交付される分

は１９億５,５８３万６,０００円で、今回の差額分１億５,５８３万６,０００円を計上

している。歳入は多めに見積もると危ないので１８億円で例年計上している。 

健康保険課所管では、３０年から新規事業に向けての健康ポイント制でインセンティ

ブを獲得することの詳細内容は何かという問いに対しまして、直訳するときっかけとい

う言葉になる。いろいろな健康づくり事業をこれまで行っているが、健康まつりやヘル

シーウォーキングなど意識の高い固定層が多く、ポイント制にすることで無関心層の取

り込みを行っていきたいとのことでございます。また、健康ポイント制において医療費

削減の効果は検討されているのかの問いに対して、国の６市連携事業の特区で社会調査

している。１人当たり４万７,０００円の医療費削減の実績があった。本町では１万円

ぐらいの医療費の削減をねらって効果判定をしていきたい。まずは健康寿命を延ばすこ

とが最大の目的で、そのきっかけをつくることがポイント制の趣旨である。 

産業振興課所管では、農道百合野線で未登記の１１筆の地権者は何人いるのかの問い

に対して、地権者は４人いるということでございます。それからまた４人の地権者の方

は、いろいろな理由で未登記になっていると思うが、死亡等で相続人からの同意がなか

ったり、抵当権設定等で登記できなかった理由はあると思うが、今現在、地権者４人の

登記簿謄本等を確認されてどういった問題があるのか、この問いに対しまして、早い契

約は昭和６０年３月２０日で、抵当権については当時はなかったと確認している。この

ような結果になっているが、原因がよく分からないまま現在に至っているとのことでご

ざいます。 

土木管理課所管では、百合野踏切部分の歩道をアスファルトからゴム製に変更するが、

他の踏切は今後ゴム製の踏切になっていくのかの問いに対して、雨天時に滑りやすいこ

とから今後ＪＲの踏切工事で改良があるときは、歩行者の安全確保を含めて、ＪＲの方



もゴム製に変更を考えているとのことでございます。 

主な質疑は以上のとおりであり、慎重に審査の結果、全会一致で原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

次に、議案第５４号平成２９年度長与町駐車場事業特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、同じ９月１１日、委員全員出席のもと、説明員として荒木総務部長、井川

契約管財課長、その他関係職員の出席を求め審査を行ってまいりました。 

提案理由の主なものとして、今回の補正は歳入歳出それぞれ１８１万５,０００円を

追加し、補正後の総額を８８５万１,０００円とするものであります。 

歳入の主なものは、２款繰越金では平成２８年度駐車場事業特別会計決算の剰余金１

８１万５,０００円、一方歳出の主なものにつきましては、１款の総務費では一般会計

繰出金１８１万５,０００円。以上の説明がございました。 

主な質疑として、繰越の１８１万５,０００円は駐車場事業特別会計の利益だが、一

般会計へ繰出しを行っているが、将来の工事に備えて等、基金として積立ての考えはな

いのかの問いに対しまして、人件費もかかる事業であり見直しながらやっていきたい。

駐車場自体も今から先、考えていく事業と思う。また、人件費のことは５年ぐらい前の

委員会では、雇用対策の１つであり雇用を考えた見解であった。人件費がかかるとの逆

の答弁だが時代とともに考えが変わっているのか、この問いに対しまして、いろいろな

意見を聞いている。現在、雇用も大事だが、財政改革も大事。そこはひとつ考える点だ

と思う。以上の答弁がございました。 

主な質疑は以上のとおりであり、慎重に審査した結果、全会一致で原案のとおり可決

すべきものと決しました。以上、御報告を終わります。 

○議長（内村博法議員） 

これから委員長報告に対する質疑を行います。 

まず議案第５３号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に議案第５４号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第５３号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第４、議案第５３号平成２９年度長与町一般会計補正予算（第２号）を

採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 



したがって本案は原案とおり可決されました。 

次にこれから議案第５４号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第５、議案第５４号平成２９年度長与町駐車場事業特別会計補正予算

（第１号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、日程第６、議案第５５号平成２９年度長与町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）、日程第７、議案第５６号平成２９年度長与町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）、日程第８、議案第５７号平成２９年度長与町介護保険特別会計補正予

算（第１号）、日程第９、議案第５８号平成２９年度長崎都市計画事業長与町土地区画

整理事業特別会計補正予算（第１号）、日程第１０、議案第５９号平成２９年度長与町

水道事業会計補正予算（第１号）、日程第１１、議案第６０号平成２９年度長与町下水

道事業会計補正予算（第１号）を一括議題といたします。 

ただいま一括議題としています議案について委員長の報告を求めます。 

産業厚生常任委員長。 

○９番（西岡克之議員） 

それでは引き続き御報告させていただきます。議案第５５号長与町国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）について、審査日は２９年９月１３日、委員全員出席のもと説

明員として中山健康保険部長、志田健康保険課長、その他関係職員同席のもと審査をい

たしました。 

提案理由の説明では、歳入歳出それぞれ３６３万８,０００円を追加し、補正後の予

算総額を歳入歳出それぞれ４８億５,４０７万３,０００円とするもの。内容は３０年度

から実施される国保都道府県化に伴うシステム改修費として国庫補助金３２万４,００

０円の増額計上、県補助金である特別調整交付金５２万９,０００円は平成３０年度か

ら実施予定の健康ポイント制度に係る消耗品費等の増額計上、２８年度決算に伴う繰越

金２７８万５,０００円の増額計上との説明がありました。 

主な質疑として、健康ポイント制度について内容はどうかという質疑に対しまして、

健康づくりを目的に対象者は２０歳以上、基本的に歩くことによってポイントを貯めて

健康へのインセンティブを獲得してもらう制度で、今後、詳細を詰めていくという答弁

がなされました。 



主な質疑は以上のとおりでございまして、慎重に審査した結果、全会一致で原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

次に議案第５６号平成２９年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の

件について御説明させていただきます。 

審査日は２９年９月１３日、委員全員出席のもと説明員として、中山健康保険部長、

志田健康保険課長、その他関係職員同席のもと審査をいたしました。提案理由の説明と

いたしまして、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ６３万５,０００円を追加し、補正

後の予算総額を４億６,５４８万３,０００円とするもので、平成２８年度決算に伴う繰

越額の確定と広域連合納付金の確定によるものとの説明がございました。 

主な質疑といたしまして、歳出の広域連合納付金はこの時期に確定するのかという問

いに対して、２９年の４、５月に入金された保険料は一度町に入金されて２９年度予算

に繰越しをした後に、２９年度予算で広域連合に納付するとの答弁がありました。 

主な質疑は以上のとおりで、慎重に審査をした結果、全会一致で原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

次に、議案第５７号平成２９年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号）の件に

ついて御報告をいたします。 

審査日は２９年９月１１日、委員全員出席のもと、説明員として中山健康保健部長、

辻田介護保険課長、その他の職員同席のもと審査をいたしました。提案理由の主な説明

では、既定の保険事業勘定歳入歳出予算の総額にそれぞれ２億１,９５３万４,０００円

を追加し、補正後の予算総額をそれぞれ３３億６,９３７万８,０００円、介護サービス

事業勘定の歳入歳出予算にそれぞれ１,２５８万円を追加して、補正後の総額を３,６５

８万８,０００円とするものという説明がございました。 

主な質疑として、認知症初期集中支援チーム検討委員会の立ち上げにかかる準備委員

会に予算を計上しているが、メンバー構成と支援チームの役割はという質疑に対して、

メンバーは医師会、ケアマネ、介護事業所、民生委員、保健所関係で７名を予定してい

る。役割としては、地域で認知症あるいは認知症の疑いがある方のサポートをチームで

総合的に行うこと想定しているとの答弁がございました。 

主な質疑は以上のとおりで慎重に審査をした結果、全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

続いて、議案第５８号平成２９年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会

計補正予算（第１号）の件について御報告いたします。 

審査日といたしましては、平成２９年９月１１日、委員全員出席のもと、説明員とし

て、緒方建設産業部長、松邨建設産業部理事、その他関係職員同席のもと審査をいたし

ました。提案理由の説明といたしまして、既定の歳入歳出の総額にそれぞれ３３３万２,

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億３,７５６万８,００

０円とするもので、平成２８年度決算に伴う繰越金３３３万２,０００円を全額県事業



委託料として計上するものでありましたとの説明がありました。 

主な質疑といたしまして、一般会計に戻さずに繰り越した理由はどうかということで、

答弁といたしまして、保留地処分金については一般会計に戻しているが、事業費につい

てはそのまま翌年度に繰越して、事業の進捗を図っているとの答弁がなされました。 

慎重に審査をした結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第５９号平成２９年度長与町水道事業会計補正予算（第１号）の件

について御報告いたします。審査日は平成２９年９月１２日、委員全員出席のもと、説

明員として濱水道局長、山口水道課長、その他関係職員同席のもと審査をいたしました。 

提案理由の説明といたしまして、債務負担行為として長与町浄水場運転業務管理委託

及び長与川流量観測業務委託の２件を追加するもので、浄水場運転管理業務については

契約方法の変更を含め３年契約に見直すもので、期間は平成３０年度から平成３２年度

までの３年間、限度額は３億６,０００万円を予定している。長与川流量観測業務委託

については、長与川の年間を通じた流量を観測し、今後の水利権増量可能性を判断する

ために実施するもので、期間は平成３０年度まで、限度額は８００万円を予定している

との説明がございました。 

主な質疑といたしまして、今回見直しによる限度額が現行より高くなっているのはな

ぜかという質疑に対しまして、労務単価が据え置かれこれまで低く抑えられていた。積

算基準に基づいた労務単価の採用により積算上高くなっているとの答弁がなされました。

他にメリットはという質疑に対しまして、業務全体の見直しと３年契約にすることによ

り、長期的視野で業務の効率化ができると考えているとの答弁がなされました。 

主な質疑は以上のとおりで、慎重に審査した結果、全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

続きまして議案第６０号平成２９年度長与町下水道事業会計補正予算（第１号）につ

いて御説明いたします。審査日は平成２９年９月１２日、委員全員出席のもと、説明員

として濱水道局長、山崎下水道課長、その他関係職員の同席のもと審査をいたしました。 

提案理由の説明では、現行の債務負担行為に長与浄化センター維持管理委託を追加す

るもので、契約方法の変更を含め３年契約に見直すもので、期間は平成３０年度から平

成３２年度までの３年間で、限度額は５億８,５０２万７,０００円を予定しているとの

説明がありました。 

主な質疑として、浄化センター維持管理委託の見直しについて選定業者はどのように

するのかとの質疑に対して、予算決定次第に公募の形をとりながらさまざまな可能性を

模索するとの答弁がなされ、総合評価方式など取り入れた形を考えているのかという質

疑に対し、技術評価の提案なども取り入れた形での公募型プロポーザル方式も考えてい

るとの答弁がなされました。 

主な質疑は以上のとおりで、慎重に審査した結果、全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。以上でございます。 



○議長（内村博法議員） 

これから委員長報告に対する質疑を行います。まず議案第５５号についての質疑はあ

りませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５６号についての質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５７号についての質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５８号についての質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５９号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第６０号についての質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから議案第５５号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第６、議案第５５号平成２９年度長与町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次にこれから、議案第５６号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第７、議案第５６号平成２９年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 



したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第５７号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論は終わります。 

これから日程第８、議案第５７号平成２９年度長与町介護保険特別会計補正予算（第

１号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次にこれから議案第５８号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから、日程第９、議案第５８号平成２９年度長崎都市計画事業長与町土地区画整

理事業特別会計補正予算（第１号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次に、これから議案第５９号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

河野議員。 

○１４番（河野龍二議員） 

ただいま議題となっています議案第５９号について賛成の立場から討論いたします。

本議案は、これまで施設管理等の委託料を１社随意契約から入札契約に変更する債務負

担行為であり、契約の透明性、公平性を明らかにすることから評価するものであります。

委託料としては、これまでの随意契約との差額が大変大きくなります。先ほど委員長報

告でもありましたように、これまでの契約内容から労務単価が低く抑えられていたとい

う説明でありました。労務単価、人件費の問題は安価だから良い事業ができるとは限り

ません。正当な人件費は働く者の権利であります。人件費が正当に支払われることによ

り新たな経済効果に繋がると私は考えます。今後入札により委託料が確定されてきます

が、良質な水の供給と同時に見直すべき経費は見直し、水道料の負担増とならない健全



な運営を行うことを要望して賛成討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１０、議案第５９号平成２９年度長与町水道事業会計補正予算（第１

号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。したがって本案は原案のとおり可決されました。 

次にこれから議案第６０号の討論行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

竹中議員。 

○１６番（竹中悟議員） 

私は議案第６０号に対して賛成の立場で討論します。今回の債務負担行為５億８,５

０２万７,０００円につきましては、長与浄化センター維持管理委託料として平成３０

年から３２年までの３年間の契約補正であります。委託料につきましては１０数年にわ

たり委員会において指摘をしてきた経緯があります。当委託先においては、昭和５６年

浄化センター開設以来、現在まで長きにわたり１社随意契約が行われてきました。会社

自体は評価も高く大変すばらしい会社と聞いていますが、１社であれば誤解を生じるお

それがあると感じます。また、競争原理、透明性の確保についても住民に対しての義務

であります。今回、プロポーザル提案型入札になるかと思いますが、安心安全の事業体

制を求め賛成の討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１１、議案第６０号平成２９年度長与町下水道事業会計補正予算（第

１号）を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案とおり可決されました。 



次に日程第１２、議案第６１号平成２８年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて、日程第１３、議案第６２号平成２８年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを一括議題といたします。 

本件について委員長の報告を求めます。 

総務文教常任委員長。 

○１０番（岩永政則議員） 

それでは御報告をいたします。議案第６１号平成２８年度長与町一般会計歳入歳出決

算の認定につきましては、９月１２日から２０日まで委員全員出席のもと、説明員とし

て、荒木総務部長以下部長、課長の出席を求め審査を行いました。 

提案理由の主なものとしましては、歳入につきましては、歳入済額１３１億４,９５

４万５,５６６円、不納欠損額は１款町税、１２款使用料及び手数料合わせて３７６万

７,７３６円、収入未済額は４億４,７３８万９,４８０円となっております。歳入の主

なものとしましては、１款の町税では、調定額４７億３,６９３万７,０６６円、収入済

額４５億７,９５９万１,１８７円、不能欠損額３７０万５,６４６円、収入済額１億５,

３６４万２３３円、この町税の収入済額は、前年度比１億９４７万６,０７５円の２.４

４％の増額であります。町税の主なものとして、１項での町民税は収入済額２４億５,

９００万３,５８６円、２項の固定資産税では収入済額１４億８,５０４万１４９円、３

項軽自動車税では収入済額９,７５２万４,４００円、７項都市計画税では収入済額２億

９,４８４万１,７７１円。９款地方交付税では２０億４,３４６万６,０００円、１１款

分担金及び負担金では調定額２億７,９８１万９,６７４円、収入済額２億６,９５０万

６,２４７円、収入未済額１,０３１万３,４２７円、１３款国庫支出金では調定額２３

億９,４９５万３７５円、収入済額２１億３,０２１万８,７３０円、収入未済額２億６,

４７３万１,６４５円でございます。これは個人番号カード交付事業補助金、年金生活

等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金、保育所等整備交付金及び活力創出基盤整備総

合交付金の４件分でございます。１４款県支出金では、調定額８億６,３５１万１,７４

２円、収入済額８億６,３３０万１,７４２円、収入未済額２１万円、これは長崎県海洋

漂着物地域対策事業補助金であります。１７款繰入金では、収入済額４億７０７万４,

８６１円は、財政調整基金、地域福祉ボランティア基金及び教育振興基金からの繰入れ

が主なものであります。２０款町債では収入済額１３億６,７３７万円。 

一方歳出につきましては、支出済額１２３億９,６７７万１,０２２円、翌年度繰越額

７億７,７４７万５,０００円、不用額が３億７,６９６万５,９７８円。歳出の主なもの

としましては、１款議会費では１億３,６１１万２,５７１円で前年度比８.８％減、２

款総務費では１２億２,２４０万２,２３９円で前年度比１０.４％減、これは地方創生

事業の減額が主な要因であります。３款民生費では４９億２,８５３万５,５４３円で前

年度比９.０％増、これは児童福祉費の保育所等整備交付金と新規認可保育園２園の増

が主な要因であります。４款衛生費では８億９,９８６万６,３６７円で前年度比０.



７％減、６款農林水産業費は２億３３７万２,５７７円で前年度比１０.２％増、８款土

木費では１７億６４万４,２５５円で前年度比１５.１％増、これは道路橋りょう費の橋

りょう維持費及び都市計画費の街路事業費の増額が主な要因であります。１０款教育費

では１１億９,４１２万８,２５４円で前年度比１３.７％減、これは教育振興基金及び

体育費の体育施設整備工事費、小学校費、中学校費、学校給食費の工事等の減が主な要

因であります。１２款公債費では１２億７,２９０万３,８３１円で前年度比１.３％減、

これは利子償還金の減額によるもの。以上の説明がございました。 

主な質疑として部単位で２点ずつ上げておりますが、総務部所管では、昨年８月に長

与北部地区コミュニティ運営協議会はＮＰＯ法人を設立をした。今後、町としては、各

コミュニティがそれぞれ行政から離れた独立したＮＰＯ法人として活動していくのかと

の問いに対しまして、長与北部地区コミュニティ運営協議会のＮＰＯ法人は独自で行っ

た。町としてはコミュニティとして活動として捉えるが、各コミュニティのＮＰＯ法人

化は考えていないとのことでございます。 

企画財政部所管では、税務総務費１１節消耗品について、予算は１９５万円で決算で

は１,０３９万円となっている。大幅に増加した理由は何かの問いに対しまして、税務

課、収納推進課の決算額としては例年と同様である。産業振興課所管のふるさと納税給

付金の返戻金等の予算が入り込んできているため増額をしている。また、徴税費の予備

費及び流用増減で１,１５８万１,０００円を使用している。計算すると２款の中での消

耗品等と思うが、所管が違うことで情報の連携ができていないのではないかとの問いに

対しまして、税務課と産業振興課との情報交換等連携がとれていなかった。また、把握

もしていなかったとのことでございました。 

建設産業部所管では、委託料で高い部分がある。公園清掃サイクルと作業内容につい

て確認したいとの問いに対しまして、尻無川公園や八反田公園、中尾城公園等は毎日実

施している。それ以外の公園については、月５回程度行っている。トイレの備品等の補

充については、その都度作業員が補充している。また６月に行われた花いっぱい運動後、

地区で雑草などの除去を行っているが、参加者は高齢者が多く、夏場は気候的にも厳し

い状況にある。今後、多年草を考えていく時期に来ていると思うがとの問いに対しまし

て、花いっぱい運動については６月と１１月に行っている。雑草の除去をするには暑い

時期に来るので、時期的なものを今後考えていきたい。多年草については、昨年度、役

場周辺に植えたがあまり効果がなかった。現在、川側に強い苗のポーチュラカで試行し

ているということです。 

住民福祉部所管では、児童虐待について件数が２７年と２８年は２１件となっている

が、重篤なものやネグレクトなどの詳細は分かるかの問いに対しまして、２１件の内訳

は、身体的虐待１２件、心理的虐待８件、ネグレクト１件、性的虐待ゼロ件で、重篤な

ものについては児童相談所に送致を行うなどしているとのことでございます。 

教育委員会所管では、小学校、中学校において、要保護、準要保護の児童生徒数はど



のような傾向になっているのか、この問いに対しまして、２８年度においては少し減少

しているが横ばいである。要保護、準要保護は、２７年度１３.８３％、２８年度は１

３.０１％となっているとのことでございます。また、ながよ検定については、基礎学

力の定着化が主な要因と思うが、どのような効果が得られていると感じているかとの問

いに対しまして、効果については直接分析調査していない。全国学力学習状況調査では、

全国的なところから本町の位置が分かる。よい影響を与えていると考える。他市町から

来た教職員がながよ検定があるということが、学力の基礎を作っていると聞いている。

感覚的になるがそういったところの効果はあると考えているとのことでございます。 

最後に健康保険部の所管でありますが、地域介護・福祉空間整備等交付金について、

介護従事者の負担軽減と思うが、具体的な内容とどこの施設が対象なるのかとの問いに

対しまして、ピープル長崎に対し交付した。介護ロボットの普及により、より働きやす

い職場環境に介護従事者の確保と介護ロボット等を活用した高齢者見守り支援の実施に

より、介護離職者防止の補助であり、ベッド用の見守りセンサーマット３台分の補助と

のことでございます。次に介護保険低所得者特別対策事業補助金は、負担軽減のために

実施したときの分で利用実績がなかったから返済したとの説明がありましたが、当初は

申請があって計上していたが何らかの事情で取りやめたのか、それとも事前に計上して

いたのか、この経緯を聞きたいとの問いに対しまして、県事業で県の方で予算化しない

と年度途中での利用者があった場合に採択が難しいことなので、１人分として予算に計

上していた。社会福祉法人が行うものであり、２７年度、２８年度は実績はなかった。

主な質疑は以上のとおりでございます。 

慎重に審議した結果、賛成多数で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

次に議案第６２号平成２８年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出決算の認定につき

ましては、９月１１日、委員全員出席のもと、説明員として荒木総務部長、他課長、担

当職員の出席を求め審査を行ってまいりました。 

提案理由の主なものとしては、歳入については１款使用料及び手数料は８０９万４６

０円、２款繰越金では１４７万１,６６５円、歳入総額は９５６万２,２２５円で前年度

比６.４％の増。歳出につきましては支出総額７７４万６,６０５円、不用額６５万５,

３９５円、歳入合計は前年度比３.１％増、実質収支は１８１万５,０００円、以上の説

明がございました。 

主な質疑として、収入未済の債権者の人数と場所はどこかとの問いに対しまして、３

万４,５６０円で嬉里駐車場分１人の４か月分とのことでございます。また、債務者は

現在も利用しているのか、町外へ転出されていないのか。この問いに対しまして、現在

も町内に在住している。滞納分が４か月続き、その後契約を取り消している。主な質疑

は以上のとおりでございます。 

慎重に審査した結果、全会一致で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

以上、報告を終わります。 



○議長（内村博法議員） 

これから委員長報告に対する質疑を行います。 

まず議案第６１号についての質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に議案第６２号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第６１号の討論を行います。 

まず反対討論ありませんか。 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

議案第６１号平成２８年度一般会計決算の認定に反対の立場から討論を行います。２

８年度は福祉医療費助成の対象年齢を小学校卒業までに拡大をいたしました。また、児

童虐待対策の拡大、教育分野では特別支援に関わる人員の増員配置など、議会や住民の

要望に応えた施策が見られます。平成２８年１月から教育振興基金条例が施行され、今

回の決算書によりますと教育振興基金が設立される以前の教育関連の４基金の合計額が

約７億円前後あったものが、２８年度末の教育振興基金の残高は２億４,０００万円に

まで減少しています。榎の鼻団地造成地区の図書館用地取得を目的に土地開発基金へ投

入したことが要因であります。こうした榎の鼻の造成関連や高田南土地区画整理事業へ

の一般会計繰出、街路事業西高田線の事業など大型開発の予算が足かせとなり、住民か

らの生活関連の要望に十分こたえることができない状態となっています。財政の硬直化

が進んでいる実態は、監査委員の意見書の中でも触れられておりました。教育に関して

は、基金の減少が社会教育、学校教育への負の影響が今後も懸念がされます。また、生

活福祉の分野では、福祉医療費助成は小学生まで拡大したとはいえ、現物給付には至っ

ていません。また放課後児童クラブ、学童保育の整備も大変苦慮していることが垣間見

えます。また、公共交通機関利用の補助や公共交通網改善計画も予算的な制約から現段

階では対応が限定的なものにとどまっています。地方自治法によりますと地方自治は住

民福祉増進のためとされています。しかし本町の場合、大型開発の予算に縛られ住民福

祉の増進が難しい状態だと言わざるを得ません。こうした構造を見直す必要があるとい

うことは以前から指摘し続けました。平成２８年３月議会でも同趣旨の内容を予算議案

の討論の中で述べてまいりましたけれども、今回の決算審査においてもその傾向に変化

はなく看過することができません。よって、こうした点の改善を求め討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に賛成討論ありませんか。 

中村議員。 

○２番（中村美穂議員） 

私は議案第６１号平成２８年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成の



立場で討論いたします。めぐみ保育園の老朽化に伴う建替工事費用の一部の助成、町中

心部及び主要地方道路長崎多良見線の渋滞を緩和するため、長与中央橋を含む都市計画

道路西高田線の整備、子供の福祉医療費の助成対象を小学生まで拡大されたことなどが

ございました。また、町税の収入未済額は前年度比で約８００万円減少し、滞納繰越分

では前年度比約１,１００万円減になっていることは収納強化の成果であると考えられ

ます。今後は扶助費の増加も考えられますが、住民が安心安全な生活を送ることができ

るよう災害に強いまちづくりにも配慮した行政を進めることを要望し、賛成討論といた

します。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

金子議員。  

○７番（金子恵議員） 

議案第６１号平成２８年度決算について認定の立場で討論いたします。地方分権社会

においては、町が自主的に収入することができる自主財源を確保し、財政基盤の安定を

図り、自主性、自立性を持って自らの判断のもとに行政運営を行わなければなりません。

そのような中、財政構造の弾力性を表す経常収支比率は、昨年比２.６％悪化しており、

そこにさまざまな事情はあれ、依然として財政硬直化が懸念されます。 

まず歳入ですが、本町でも取り組み始めた自主財源を確保するための施策の１つであ

るふるさと納税の実施は、寄附による財源確保ができたことで、わずかながらも子育て

支援や教育の充実へと政策展開ができるようになると期待できるものです。また、収納

率に関しては、２４年度以降４年間で改善されているとの監査委員の意見書を引用する

と、記述のとおり各所管の努力の結果と思います。 

次に歳出ですが、２８年度一般会計は、子育て支援、定住促進、障害者福祉など住民

の福祉向上に重点を置き、幸福度日本一のまちづくりのための予算を中心とし計上され

ていましたが、多額な財源を必要とする課題が山積する財政状況という背景の中におい

て、限られた予算を効率的、効果的に活用し執行されてきました。しかし、その中で扶

助費の増加は２４年度との比較では７億７,７００万円、２７年度からの１年間でも２

億３,０００万円増となっています。今後も税収の伸びに大きな期待ができない中、少

子高齢化がさらに進むことで介護費用や医療費の増加は避けられません。国の制度に本

町が上乗せしている施策、本町が単独で実施している施策について、時代にふさわしい

制度となっているのか。福祉の基本原則からして対象者の範囲は適正となっているか。

受益者負担は適正となっているかなどの観点からの施策の総点検を行うことで、税の有

効な使い方を今後、進めていただきたいと思います。本町の優先事業である高田南土地

区画整理事業の完了が今後の長与町を左右するほどのものであることは否めず、定期的

に延長してきたことで、現在の財政を厳しくしていることに不安を払拭するほどの効果



的なものがあるのか、まだ不透明な部分があります。しかし、今後も長期的な長与町の

ビジョンを明確にし、そこに向け着実な行政運営を要望するとともに、各所管において

横の連携、そして総力をもって充実したものにしていただくことを切望し、本決算の認

定に賛成といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これから日程第１２、議案第６１号平成２８年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定

についてを採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。したがって本案は原案とおり認定されました。 

次にこれから議案第６２号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これから日程第１３、議案第６２号平成２８年度長与町駐車場事業特別会計歳入歳出

決算の認定についてを採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案は原案のとおり認定されました。 

場内の時計で１０時５５分まで休憩いたします。 

（休憩 １０時３８分～１０時５５分） 

○議長（内村博法議員） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

まず日程第１４、議案第６３号平成２８年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について。日程第１５、議案第６４号平成２８年度長与町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算の認定について。日程第１６、議案第６５号平成２８年度長与町介護

保険特別会計歳入歳出決算の認定について。日程第１７、議案第６６号平成２８年度長

崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について。日程第

１８、議案第６７号平成２８年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定について。



日程第１９、議案第６８号平成２８年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定に

ついてを一括議題といたします。本件について委員長の報告を求めます。 

産業厚生常任委員長。 

○９番（西岡克之議員） 

それでは、引き続き報告をさせていただきます。 

議案第６３号平成２８年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

の件を御報告させていただきます。審査日は平成２９年９月１３日、委員全員出席のも

と、説明員として中山健康保険部長、志田健康保険課長、その他関係職員の同席のもと

審査をいたしました。提案理由の説明では、歳入では調定額４９億２,９４６万７４０

円に対し、収入済額４７億８６６万２,７５４円、不納欠損額は７８４万３,６８８円、

収入未済額は２億１,２９６万４,２９８円でありました。収入済額は前年度比３.２％

の減で、歳出におきましては予算現額４８億９,９４４万２,０００円に対し、支出済額

４７億５７２万６,２０７円、不用額は１億９,３７１万５,７９３円で、支出済額は前

年度比５.３％の減でありました。実質収支額は２３９万６,０００円で、基金繰入額は

１５万円となっておりましたとの説明がありました。 

主な質疑といたしまして、２８年度保険税が上がったが、どの位見込んで実際どうだ

ったのかという質疑に対し、答弁が６,０００万円程見込んでいたが実際は５,６００万

円位だった。保険税の値上げで支払い困難の方が増えたのではないかという質疑に対し、

保険税の収納率は２８年度の方が若干向上しているという答弁がありました。また、レ

セプト点検委託料が減額となった訳はという質疑に対し、これは委託先の変更によるも

のであるという答弁がなされました。コンビニ収納の推移はどうかという質疑に対し、

平成２７年度は８,２１９件、平成２８年度は１万５８７件という答弁がなされました。 

主な質疑は以上の通りで、慎重に審査をした結果、賛成多数で原案の通り認定すべき

ものと決しました。 

続きまして、議案第６４号平成２８年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定についての件を御報告いたします。審査日は平成２９年９月１３日、委員全員出

席のもと、説明員として中山健康保険部長、志田健康保険課長、その他関係職員同席の

もと審査をいたしました。提案理由の説明といたしまして、後期高齢者医療保険料は調

定額３億６,１７４万１,８００円に対し収入済額３億６,０２３万２,０００円で、不納

欠損額は３１万９,０００円、収入未済額は１１９万８００円他、主な歳入としての繰

入金８,２２２万２,３９６円で、収入済額の合計は４億４,４５２万９,５９８円。前年

度比４.０％の増で、歳出の主なものは後期高齢者広域連合納付金４億４,１１３万５,

７８５円で、予算額４億５,０５２万４,０００円に対し、支出済額４億４,３８９万３,

１９６円で、不用額は６６３万８０４円となっており、支出済額は前年度比４.４％の

増、実質収支額は６３万６,０００円という説明がございました。 

主な質疑といたしまして、保険料で特別徴収と普通徴収の割合はどれ位かという質疑



に対し、特別徴収が６１.９％、普通徴収が３８.１％となっている。保険安定基盤の軽

減対象件数はどれ位かという質疑に対し、軽減対象者は２,５７９名となっているとの

答弁がございました。主な質疑は以上の通りでございまして、慎重に審査した結果、賛

成多数で原案の通り認定すべきものと決しました。 

続きまして、議案第６５号平成２８年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

についての件を御報告いたします。審査日は２９年９月１１日、委員全員出席のもと、

説明員として中山健康保険部長、辻田介護保険課長、その他関係職員同席のもと審査を

いたしました。提案理由の説明では、保険事業勘定の歳入では、調定額２８億７,９６

８万３,４０１円に対し収入済額２８億６,７６９万４,４０１円となり、不納決算額は

３６万５,２００円で収入済額は１,１６２万３,８００円。収入済額は前年度比４.１％

の増で、歳出の支出総額は２４億８,１６４万８,６５９円で前年度比０.５％の減。介

護サービス事業勘定では歳入合計３,４９１万４,８８８円で前年度比７.８％の増、歳

出合計は２,２０６万３,０２０円で６.６％の増、実質収支額は保険事業勘定で３億８,

６０４万５,０００円、介護サービス事業勘定で１,２８５万１,０００円との説明がご

ざいました。 

主な質疑といたしまして、保険料の滞納について時効は２年だと思うがどのように対

応しているのか。過年度分が未納の場合、介護保険利用時の給付制限を行う可能性があ

り本人に不利益となる可能性があることから、不納欠損以外は引き続き納付のお願いを

しているとの答弁がありました。また、介護予防で様々事業をしているが、成果につい

てはどう手ごたえを感じているかという質疑に対し、本町に行政視察に来られた方から

は、長与町の介護保険事業は進んでいるとの言葉をいただいているとの答弁がなされま

した。主な質疑は以上の通りで、慎重に審査をした結果、賛成多数で原案の通り認定す

べきものと決しました。 

議案第６６号平成２８年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳入歳

出決算の認定についての件を御報告いたします。審査日は平成２９年９月１１日、委員

全員出席のもと、説明員として、緒方建設産業部長、松邨建設産業部理事、その他関係

職員同席のもと審査をいたしました。提案理由の説明といたしまして、国庫支出金、県

支出金、一般会計繰入金等で歳入合計７億９,７９１万７,１６０円で、収入未済額は４

億５,５９２万６,０００円、歳出は県事業委託費６億４,４３８万３,０００円等で歳出

合計７億９,２５８万４,８２１円、繰越明許による翌年度繰越額は４億５,５９２万６,

０００円で、実質収支は５３３万２,０００円、県事業委託による土工事５件、測量試

験費１０件、移転補償費１件との説明がありました。 

主な質疑といたしまして、長与町付近の工事が本特別会計にあるのはなぜかという質

疑に対し、長与駅周辺区画整理事業に起因する工事なので同会計で処理したとの答弁が

ありました。また、ＰＦＩ導入についてはどうかという質疑に対し、ＰＦＩについては

導入可能性調査を実施している。その調査結果と実施計画の見直し等を踏まえ、早けれ



ば今年度住民説明会が開催出来るようにしたいとの答弁がありました。また民間活力の

可能性は考えられるのかという質疑に対し、所管としては十分可能性があるのではない

かと考えていると答弁がされ、また総務費の附帯工事はどんな内容かということで、区

画整理事業外の草刈り等維持管理的な工事を行っているとの答弁がなされた。進捗率、

２７年度から２８年度は宅地５２.４％が５３.５％、５６.２％が５６.８％と余り進ん

でいないがどうかという質疑に対し、答弁として工事の内容でも進捗率が違う、山切り

等の土工事では宅地、道路の進捗率は伸びないという答弁がありました。主な質疑は以

上の通りで慎重に審査をした結果、賛成多数で原案の通り認定すべきものと決しました。 

続きまして、議案第６７号平成２８年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定に

ついてを御説明いたします。審査日は平成２９年９月１２日、委員全員出席のもと、説

明員として濱水道局長、山口水道課長、その他関係職員同席のもと審査をいたしました。

提案理由の説明といたしまして、収益的収入及び支出の収入では、予算額７億８,１１

０万７,０００円に対し決算額７億９,７６５万９,６７５円で１,６５５万２,６７５円

の増収。支出では予算額６億８,８７６万９,０００円に対し決算額は６億６,２０３万

１,３７５円。資本的収入及び支出の収入では、予算額２,１４１万２,０００円に対し

決算額は２,８５３万８,０００円で７１２万６,０００円の増収。支出では予算額４億

５,２４６万１,０００円に対し決算額は４億３,６５１万１,４５２円となり、結果、当

年度純利益は１億１,６４７万３,９１１円となり、当年度未処分利益剰余金は２億６,

７８８万１,６２２円となりますとの説明がありました。 

主な質疑として、配水管は耐用年数以内に交換をしているのかとの質疑に対し、耐用

年数が過ぎても使えるものは使っているとの答弁があり、修繕費が多くなっているのは

なぜかとの質疑に、昨年度の大寒波で水道管の破損等が増加した為との答弁があり、地

下水と河川の取水状況はどうかという質疑に対し、長与川からは第１、第２浄水場の２

か所、地下水は１６本のボーリングの内、現在１４本を使用しているという答弁がなさ

れ、分岐料が増加している訳はという質疑に対し、ビューテラス北陽台等の増加も一因

と考えているとの答弁がありました。主な質疑は以上の通りで、慎重に審査した結果、

剰余金の処分については全会一致で可決、決算認定についても全会一致で認定すべきも

のと決しました。 

議案第６８号平成２８年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定についての件

を御報告いたします。審査日は平成２９年９月１２日、委員全員出席のもと、説明員と

して濱水道局長、山下下水道課長、その他関係職員同席のもと審査をいたしました。提

案理由の説明として、収益的収入及び支出の収入では、予算額１０億３,１９０万５,０

００円に対し、決算額１０億６,１５９万５,５７６円で２,９６９万５７６円の増収、

支出では予算額９億８,６１８万９,０００円に対し、決算額は９億３,２３６万７,３３

１円、資本的収入及び支出の収入では、予算額１億２,４４９万２,０００円に対し、決

算額は１億２,８８０万７,６８３円で４３１万６,６８３円の増収。支出では予算額４



億３,７９８万８,０００円に対し、決算額は４億４７８万４,２４３円。結果、当年度

純利益は１億２,０１４万２,２７２円となり、当年度未処分利益剰余金は３億４,９７

８万７,１９１円になりますとの説明がありました。 

主な質疑といたしまして、営業費用の不用額について人件費の減が主な要因との説明

だったが内容はどうかという質疑に対し、２７年度より人員が１名減ったこと、年齢構

成が若返ったこと、産休職員が１名いたことが主な要因だという答弁がなされ、水洗化

率９８.８％とかなり普及しているが今後、残りの水洗化にはどう取り組むのかという

質疑に対し、現在１２５戸１８７世帯が未水洗化となっている。経済的な理由によるも

のが多く劇的に改善が進むとは言えないが、利子補給制度の普及やお願い文書の配布等、

地道に取り組んでいきたいとの答弁がなされました。主な質疑は以上の通りで、慎重に

審査した結果、剰余金の処分については全会一致で可決、決算認定についても全会一致

で認定すべきものと決しました。以上、報告を終わります。 

○議長（内村博法議員） 

これから、委員長報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第６３号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第６４号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第６５号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第６６号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第６７号についての質疑ありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第６８号についての質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから、議案第６３号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

河野議員。 

○１４番（河野龍二議員） 

ただいま議題となっています議案第６３号について、反対の立場から討論いたします。

国民健康保険の課題は、加入する世帯や個人の所得が高くないにも関わらず、その負担

が生活する上でも大きな負担となっていることが問題だと考えます。本町の国民健康保

険特別会計でも分かってる範囲で１００万円以下の人数の割合が６７％を超え、２００

万円以下の人数の割合は約９割となります。これでは、払わないのではなく払えない状



況が続いていることだと推測されます。こうした世帯には軽減策がありますが、１年間

生活する上で所得が１００万円を切ると生活費だけで消費してしまうと考えられます。

このような状態が約２億円もの滞納額を作り出していることも推測されます。２８年度

は保険税の引き上げも行われました。社会保障と保険制度が、その負担の重さに生活さ

え切り詰めなければならない状況を作り出しています。こうした状況を打開するには、

まずは国の負担を制度開始の状態に戻すことが必要でありますが、それまでに町の一般

会計からの繰入れ等で、加入者が安心して暮らしていける、いつでも住み続けていける、

そうした状況を作るべきだと考えます。本決算においてもそうした処置はされておらず、

加入者の負担増となっていることから反対討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、賛成討論ありませんか。 

安部議員。 

○３番（安部都議員） 

議案第６３号平成２８年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、

賛成の立場で討論いたします。国民健康保険制度は、自営業者等低所得者が利用する社

会保険制度であります。基金残高がない中、年々増加する収入未済額や不納欠損額の増

額により毎年の国保会計の逼迫する状態に平成２４年度から保険税率の改正が引き上げ

られ、そして、２８年度も税率改正が行われました。その見込額６,０００万円に対し、

実際収入額は約５,６００万円ということでした。収入未済額や不納欠損額の理由とし

て経済困窮、死亡等が挙げられます。この状況を回避すべく、他の自治体では一般会計

からの繰入れ等実施してるところも少なくありません。また各部局の滞納徴収嘱託員を

一元化した事により事務の合理化が図られ滞納整理システム改修業務の委託により収納

推進率のアップに繋がった事は評価するところであります。被保険者への年４回の後発

医薬品、ジェネリック医薬品の啓発により利用率が６７.８％と増加したことにより、

医療費の抑制にも繋がりました。保健事業におきましては、特定健康診査の受診率の目

標率は５５％に対し４５.４％の実績でしたが、訪問指導により各成人病の５３.３％の

改善に繋がったこと等で重症化予防と医療費抑制にも貢献され、更なる取組を今後も期

待するところであります。平成３０年度から国保会計が長崎県へ移管することで、２９

年度のベースで１万円程の減額になるということでした。しかし、これからますます国

民健康保険被保険者の増となることから、町の財政状況も厳しい中、住民への負担が加

算しないよう、より一層の町民への健康と安定した国民健康保険運営をお願いして、賛

成の討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 



これから日程第１４、議案第６３号平成２８年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定についてを採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告の通り、決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって、本案は原案の通り認定されました。 

次に、これから議案第６４号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

河野議員。 

○１４番（河野龍二議員） 

議案第６４号についても、反対討論を行います。後期高齢者医療特別会計での本町の

主な事業は保険料を徴収し、広域連合に納付する事が主な事業であります。私は、この

後期高齢者医療の制度上の問題が多くあることから反対するものであります。この制度

は７５歳以上になれば別枠の保険制度に自動的に加入されることで、医療費が増えれば

保険料が当然増える形となります。その為、長崎県の後期高齢者保険料も２年毎に保険

料の増加がされている状況にあります。保険料の負担増を防ぐには医療費の抑制であり

ます。具合が悪くても病院に掛かる事をためらってしまう、このような状況が生まれて

くる、これが政府のねらいであります。今は高齢者の生活は年金が引き下げられ、一方

で医療費の負担は増やされ、更には後期高齢者医療制度の中でも低所得者の軽減策を来

年度から廃止、元被扶養者に対する９割軽減を来年度から５割にする等、新たな負担が

増える状況にあります。高齢者が安心して暮らしていきたいと願う気持ちを踏みにじる

制度と言わざるを得ません。以上の理由から、本決算についても反対といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、賛成討論ありませんか。 

竹中議員。 

○１６番（竹中悟議員） 

私は議案第６４号について、賛成の立場で討論いたします。本町の平成２８年度後期

高齢者医療保険における被保険者数は４,６７４名で前年度より２０６名増加をしてお

り、高齢化社会の今、今後ますます増加の傾向にあります。このような状況の中、決算

状況は歳入総額４億４,４５２万９,５９８円に対し、歳出総額は４億４,３８９万３,１

９６円で差引６３万６,４０２円の黒字となっており、健全な財政運営が行われていま

す。また、保険徴収率も前年度を上回る９９.５８％となっており、徴収における職員

の日々の努力が実ったものであると推察します。今後も徴収率向上を期待するところで

あります。最後に、今後更なる高齢者の皆様が安心して医療が受けられますよう各種事



業を積極的に推進することを期待し、賛成の討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１５、議案第６４号平成２８年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定についてを採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告の通り決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって、本案は原案の通り認定されました。 

これから議案第６５号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

河野議員。 

○１４番（河野龍二議員） 

議案第６５号についても、反対の討論を行います。介護保険制度も、この間、見直し

毎に保険料の値上げがされてきました。それは政府がこの事業に対し２５％しか負担を

しない会計制度が、高齢化が進みサービスが増えれば自動的に保険料が増えてくるよう

な悪循環の状況になっているからです。その中で、給付費の削減に繋がる制度として総

合事業が開始されました。要支援が保険給付から外され、その受け皿は自治会等地域に

頼っております。当初の制度の目的から大きく逸脱しているのではないでしょうか。一

方、負担は利用料の２割負担等、高齢者が生活を切り詰め、細々と貯蓄してきた財源に

も負担を求める等、これも許されない制度改悪であります。国民健康保険事業も後期高

齢者医療事業も、そして、この介護保険事業も社会保障制度であります。社会保障とは

国民の生存権を保障するものであります。その事は日本国憲法第２５条にも明記してあ

ります。また更に、２項では国の責務が明記してあります。日本政府が憲法を守るなら、

国民の生存権を守る立場で十分な社会保障の予算を保障すべきだと考えます。しかし、

今の安倍政権の下では国民生活をないがしろにし、社会保障の制度に苦しめられていま

す。私は制度の改善を求め、以上の理由から反対討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、賛成討論ありませんか。 

饗庭議員。 

○５番（饗庭敦子議員） 



私は、議案第６５号平成２８年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に、賛

成の立場で討論いたします。国の制度自体には課題はまだあるかと思いますが、今回は

平成２８年度長与町の歳入歳出の決算でございます。その中で、平成２８年度末の６５

歳以上の第１号被保険者数は１万１６９人で昨年度末より約３.８％の増となっており、

町民の約４人に１人が６５歳以上の高齢者という状況になっております。その中で、平

成２７年度の改正で医療から介護へ、施設から在宅への方向性が示される中、平成２８

年度は長与町では在宅医療介護連携推進事業に取り組み、医師、歯科医師、薬剤師、訪

問看護師、小規模多機能、訪問サービス、有料老人ホーム等の介護関係者、保健所、学

識経験者、民生委員、コミュニティ、町職員との協議会が２回開催され、高齢者の方々

が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることが出来るように取り組まれていると

ころは大変評価できます。今後も研修会、分科会、パンフレット作成も行うというとこ

ろで期待するところでございます。しかしながら、この協議会で十分に議論がされてお

られるのかというのは、現在、他にもある多数の委員会や審議会、その中でもどのよう

に意見が反映されているのか、なかなか見えない状況でございます。その中で、またこ

の委員会がどんな役割を果たすのか、少々懸念するところもございますが、是非、見え

る化していただき、より良い連携が出来るように要望をいたします。平成２８年度事業

関係につきましては１０月から新しい総合事業へと取り組み、４月から９月までの１次

予防や２次予防事業等介護予防事業が、１０月以降は一般介護予防事業として整備され

ております。めだか８５、えんじょい貯筋教室、任意事業の脳トレ教室、配食サービス、

認知家族リフレッシュの集い等は毎年継続されており、多くの高齢者の方々へ、２８年

度もたくさんの参加を得たことは評価出来るものであると考えます。今後は長与町の地

域の実情に応じた支援が出来る事業を適正に行い、介護給付の執行に努められることを

期待し、私の賛成討論とします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

安部議員。 

○３番（安部都議員） 

議案第６５号平成２８年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、賛

成の立場で討論いたします。介護保険制度は平成１２年度から開始され、１６年経過を

いたしました。第１期は保険料２,９３０円の５段階区分から開始され、第２期３,６６

０円、第３期５,０１７円、そして２７年度から２９年度、第６期は５,６６１円の９段

階区分となり、当初より約倍の保険料負担となっています。２８年度末の高齢者の要支

援要介護認定者数は１,７８６人でありました。介護保険の要支援が国の介護事業から

市町村に移管されたことにより、各自治体のサービスの格差が生まれ、認定審査の厳し

さや保険料の負担増、サービス基準の低下等により、被保険者の利用しづらさも少なか



らず影響し、利用者からの不満の声も聞かれていることと思います。国が推進する医療

と福祉が連携した地域包括ケアシステムの地域支援事業におきましては、地域包括支援

センターを拠点とした総合相談支援事業の取組が行われております。１次予防事業、２

次予防事業の健康増進、医療費抑制に繋がる取組は、多くの高齢者が参加し楽しんでお

られる姿は大変評価をいたします。第６期介護保険事業計画が２９年度で終了します。

今後、認知症高齢者の増加も推定されることから、地域包括支援体制の充実や新たな事

業の取組等、介護サービスの地域密着型の細やかな取組を第７期事業計画に期待をいた

します。最後に、在宅医療と介護連携推進事業は行政、地域、医療、介護、看護、福祉

の連携による包括的取組により、高齢者等が住み慣れた場所できめ細やかな一人一人に

合った支援体制と連携の充実により、健康で文化的な自分らしく生きていける介護保険

制度の構築を求め、賛成討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１６、議案第６５号平成２８年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決

算の認定についてを採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告の通り決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって、本案は原案の通り認定されました。 

次に、これから議案第６６号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

河野議員。 

○１４番（河野龍二議員） 

議案第６６号についても、反対の討論を行います。長崎都市計画事業長与町土地区画

整理事業、特に高田南土地区画整理事業は約３０年過ぎたにも関わらず、事業完成の将

来が全く見えてこない状況になっています。２８年度も委託事業費で約６億４,０００

万円もの事業費がつぎ込まれています。しかしながら、道路築造で０.９ポイント、宅

地築造ではわずか０.６ポイントの増であります。完成がそれだけしか増えておりませ

ん。担当事業課も平成３２年度には完成が難しいと言いつつも、いまだに、いつまでに

完成するのか目標すら明らかに出来ない状況になっております。事業費にしても完成年

度にしても、それぞれの理由があるようですが、多くの財源をつぎ込み町の他の事業に



影響を与えているにも関わらず、事業の方向性すら示せないのは、これまでも指摘した

ように事業の破綻状況にあるとしか言えません。また、今後の事業解決には道の尾公園

付近のＰＦＩ事業頼みで、これが頓挫すれば、町財政、関係住民の状況を考えれば、今

後の町政運営に大きな影響を与えかねません。これまでも指摘しましたように、事業の

凍結、中止も含め検討すべきと考え、反対討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、賛成討論ありませんか。 

饗庭議員。 

○５番（饗庭敦子議員） 

私は、議案第６６号平成２８年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、賛成の立場で討論いたします。高田南土地区画整理事業

は昭和５８年から事業開始され３０年以上経過し、２８年度末の進捗状況は道路築造で

５３.５％、宅地造成で５６.８％と今後の進捗状況も見通せない状況であり、本町の財

政に大きな影響を与えることは承知しております。その中で、２８年度はＰＦＩ事業の

導入可能性の調査を行い、民間の資金とノウハウを活用して事業年度の短縮に向け取り

組んでいるというところは評価できます。また、ＰＦＩ事業の導入の可能性は高いと発

言されたところに大きく期待するところでございます。また、住民の利便性、良好な市

街地形成を図る為の都市計画道路築造等都市基盤整備を行い、長与町のまちづくりに寄

与しているものとも考えます。また、今後は住民の皆様方にＰＦＩ等の経過等も含め、

十分に安心して納得出来るような説明をされることを要望いたします。この事業は３２

年度完了予定ということではございますが、現状ではとても３２年度完成は厳しいもの

と認識しております。その中で、実施計画の見直しを行うということでございましたの

で、先の一般質問でも述べましたが、事業の縮小ということも考慮していただき実施計

画の見直しを行い、財政面も十分に考えた上での早期完成を目指すことを要望し、私の

賛成討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

竹中議員。 

○１６番（竹中悟議員） 

私は、議案第６６号平成２８年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算認定について、賛成の立場で討論いたします。高田南土地区画整理事業に

ついては昭和５９年に都市計画決定をし、既に１１回の事業変更をし、施行期間から３

０年間が経過をしています。該当地区の関係住民の度重なる期間延長に最大の苦痛を強

いられている訳であります。事業ベースでは８６.５％でありますが、事業進捗率は道

路築造で５３.５％、宅地造成で５６.８％、執行経費約２４３億円であります。まさに



長与町の財政を引っ張っているということを言っても過言ではないと思います。このま

まで推移いたしますと、今後１００億円以上の経費が予想され、また完成の目途も立ち

ません。今回ＰＦＩの話が出ていますが、現在まで長与町でのＰＦＩの経験は全くあり

ません。相当なリスクを想定されると思います。現状の担当職員体制では荷が重いと考

えられます。当事業につきましては町長も最優先事業と位置付けをされています。町長

を中心に専門技術職員、有識者、町外専門コンサルを登用し、一大プロジェクトを立ち

上げ、早急な解決を要望し、賛成の討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１７、議案第６６号平成２８年度長崎都市計画事業長与町土地区画整

理事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決いたします。 

この採決は起立によって行います。 

本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告の通り決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。 

したがって、本案は原案の通り認定されました。 

これから、議案第第６７号の内、剰余金の処分について、討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１８、議案第６７号平成２８年度長与町水道事業剰余金の処分及び決

算認定についての内、剰余金の処分についてを採決いたします。 

本案の内、剰余金の処分に対する委員長の報告は可決です。 

委員長の報告の通り決定することに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって本案の内、剰余金の処分については原案の通り可決されました。 

次に、議案第６７号の内、決算認定について討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 



これで討論を終わります。 

これから日程第１８、議案第６７号平成２８年度長与町水道事業剰余金の処分及び決

算認定についての内、決算認定についてを採決いたします。 

本案の内、決算認定に対する委員長の報告は認定です。 

委員長の報告の通り決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案の内、決算認定については原案の通り認定されました。 

これから、議案第６８号の内、剰余金の処分について討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１９、議案第６８号平成２８年度長与町下水道事業剰余金の処分及び

決算認定についての内、剰余金の処分について採決いたします。 

本案の内、剰余金の処分に対する委員長の報告は可決です。 

委員長の報告の通り決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案の内、剰余金の処分については原案の通り可決されました。 

次に、議案第６８号の内、決算認定についての討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第１９、議案第６８号平成２８年度長与町下水道事業剰余金の処分及び

決算認定についての内、決算認定について採決いたします。 

本案の内、決算認定に対する委員長の報告は認定です。 

委員長の報告の通り決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案の内、決算認定については原案の通り認定されました。 

次に日程第２０、発議第２号道路整備事業に必要な予算確保に関する意見書を議題と

いたします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

山口憲一郎議員。 



○１２番（山口憲一郎議員） 

それでは、発議第２号道路整備事業に必要な予算確保に関する意見書について、提案

理由を申し上げます。御承知の通り、長与町における高田南土地区画整理事業や都市計

画道路西高田線をはじめとする道路事業におきましては、道路整備事業に係る国の財政

上の特別措置に関する法律の規定により、現在、補助率のかさ上げがなされているとこ

ろでございますが、この特別措置は平成２９年度、今年度までの時限措置となっており

ます。厳しい財政状況の下、道路整備事業は長与町においてもまだまだ必要な事業であ

り、その財源である国費の減額は、我々議会としても望むものではありません。よって、

国に対し、本特例措置による時限措置の延長とその拡充を求める意見書を提出するもの

であります。なお、議長を除く全議員が御賛同いただき賛成議員になっていただいてお

りますので、意見書案につきましては朗読を省略させていただきます。御審議賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。以上で提案理由の説明を終わります。 

○議長（内村博法議員） 

お諮りします。 

本案については質疑並びに委員会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、発議第２号は質疑並びに委員会付託を省略することに決定しました。 

これから、発議第２号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから日程第２０、発議第２号道路整備事業に必要な予算確保に関する意見書を採

決いたします。 

本案は原案の通り決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、本案は原案の通り可決されました。 

なお、本意見書の提出については議長に一任願います。 

次に日程第２１、長与町議会議員政治倫理条例に係る調査特別委員会報告についてを

議題といたします。本件について、委員長の報告を求めます。 

長与町議会議員政治倫理条例に係る調査特別委員長。 

○１１番（喜々津英世議員） 

それでは、報告を行います。まず１ページをお開きいただきたいと思います。特別委



員会の基本的事項ということで設置の経緯を書いております。平成２９年６月１日、長

崎新聞に長与町教委給食米でトラブル、町議反発、発注を変更との２段見出しの記事が、

これは２ページに記事を載せておりますけれども掲載をされました。記事は教育長及び

副町長、親族が米店を営む議員への取材に基づくものでありましたが、この記事の内容

が事実であれば、長与町議会議員政治倫理条例（以下、政治倫理条例という）に抵触す

る恐れがあり、以下の手続を取ったということで、全員協議会あるいは議会運営委員会

等の手続を経て、６月９日本会議において調査特別委員会を設置をいたしました。調査

の目的は２つあります。給食米を巡る新聞報道に係る実態把握、２つ目が長与町議会議

員政治倫理条例に基づく調査。委員定数、それから調査期間、委員会構成はそこに書か

れておる通りであります。省略をさせていただきます。 

２ページをお開き下さい。２ページには新聞報道の新聞記事のコピー、それからその

中に書かれておることを分かりやすく書いたのが、新聞記事の概要ということで１から

５までまとめてございます。次に、２の政治倫理条例に抵触が疑われる新聞記事上の行

為ということで、①から④まで出てまいります。これについては後で、それぞれ調査の

内容等で具体的に出てまいりますので、ここでの説明は省略をさせていただきます。５

回に渡る特別委員会調査を行いました。最後の６回目は報告書の内容等について皆さん

の御意見を聞いて、本日この報告書になった訳であります。その調査の結果であります

けれども、まず、方法として２つの方法を取りました。全議員にそれぞれ調査表をお配

りして、どういうふうに考えるかということを提出をしていただきました。この中では、

条例に抵触しないと考える委員が５人ありました。条例に抵触すると考える委員が７人、

条例に抵触するか否か判断出来ないとする議員が２人おりました。そして第５回の特別

委員会で表決をいたしました。条例に抵触しないと考える委員、浦川委員、岩永委員、

吉岡委員、竹中委員の４人でありました。条例に抵触すると考える委員は、安部委員、

饗庭委員、安藤委員、金子委員、山口委員、堤委員、河野委員、以上でありました。抵

触するか否か判断出来ないとする委員は分部議員の１人でありました。なお、中村美穂

委員は当日欠席でありました。委員長は表決に加わっておりません。以上の事から、調

査結果として表決結果の通り、西岡議員の行為は政治倫理条例に抵触するとした委員が

７人と最多という結果になりました。なお、抵触する政治倫理条例は①②に書いており

ますけれども、これは７ページに出てまいりますので、ここでは説明を省かせていただ

きたいと思います。そして、調査の成果の２番目に教育委員会の対応の問題点、改善を

求める事項についても１０ページ、１１ページにまとめておりますので、ここでの説明

は省略をさせていただきます。 

次に４ページからは調査の経緯ということであります。まず、第１回の特別委員会は

２９年６月２０日に開催をいたしました。ここでは、まず特別委員会設置目的の再確認

ということで読ませていただきますが、新聞記事に係る実態把握を通して政治倫理条例

に抵触する行為の有無について検証を行うと共に、学校給食を巡る教育委員会の事務等



に問題点があれば、改善の提言を行うことを確認いたしました。そして２番目に、新聞

記事及び全員協議会における関係者説明の問題点等の抽出を行いました。問題点等につ

いては１から９まで書いてございますけれども、これも後で出てまいります。省略をさ

せていただきます。３番目に更なる実態把握の為には、町教育委員会、西岡議員に対す

る聞き取り調査が必要であることを確認いたしました。 

次に第２回特別委員会は２９年７月３日に開催をいたしました。これは教育委員会関

係者の出席を求め、これまでの説明に基づく疑問点等について調査をいたしました。な

お、第１回特別委員会で資料請求を決定していた契約書の写し、契約事務フロー図が提

出されたので併せて調査を実施いたしました。まず、提出資料は今申し上げました通り、

売買契約書写し、それから学校給食米の流れのフロー図がありました。契約書の内容で

ありますけれども、第１項が契約物品及び規格数量ということで、給食米は県内産のヒ

ノヒカリ米を注文書通り納入をするということが契約物品及び規格数量で書かれており

ます。契約金額、それから発注、これは省略をいたしますけれども、納入の完了という

のが次の５ページ第５項に書いております。これは給食担当者の係員の検査に合格した

時、完了するということであります。そして６項が支払請求書の提出、７項が対価の支

払期日及び場所、第８項に契約の解除、それぞれ各条項に違反した時は契約を解除が出

来ると、異議の申し立ては不可ということが書かれております。契約書の有効期間は、

契約日から平成３０年３月３１日までとなっております。学校給食米の流れとしてフロ

ー図で説明がありましたけれども、契約当事者は長与町教育長と西彼杵商工会長が当事

者となっておりました。契約内容、指定業者の通知、これについては教育委員会が各調

理場に連絡をするというふうになっております。納入業者の指定、これは商工会が西岡

屋、中村米酒店を指定するように書かれておりました。④発注については、各学校及び

共同調理場から西岡屋に発注するというふうになっております。⑤納品及び請求であり

ますが、長与小のみ中村米酒店、後は全て西岡屋というふうになっております。 

主な質疑としてそこに載せておりますけれども、何点か紹介をしたいと思います。中

村米酒店が休止され、西岡屋がほぼ全量をまかなっていた期間はどれ位かという問いに

対して、独占期間は２７年度と２８年度。こういう答弁がありました。それから、下か

ら３番目の問いでありますけれども、商工会と１年の契約をしているが６月分を農協に

発注したのは契約違反にならないと答弁している。契約違反にならない理由は何かとい

う問いに対しては、１年間の契約は発注量を契約したものではなく、必要に応じて各調

理場から発注するという契約で、農協には登録申請もしてもらっており、その分は契約

違反ではないと認識しているとの答弁でありました。 

次のページをお開きいただきたいと思います。上の方で教育長の議員の影響は無かっ

たかといえば嘘になる発言は、全員協議会では記憶がないとの答弁だったが、そこはど

うなったのかという問いには、テープを起こしてみたら帯田次長の発言だったと。そう

いうことが質疑の中で出されました。 



次に第３回特別委員会が２９年７月７日に西岡議員の出席を求めて、これまで全員協

議会及びこれまでの特別委員会で出た疑問点等について調査を実施いたしました。主な

質疑の内容につきましては、お手元の別紙３、第３回特別委員会における主な質疑応答

ということで会議録から抜粋したものを載せておりますので、ここでは省略をいたしま

す。なお、答弁の要旨としては 1 から５まで載せております。これも後でそれぞれ倫理

条例関係の段階で出てまいりますので、この段階では省きたいと思います。 

第４回特別委員会、２９年８月７日、これは協議事項として（１）に書いております。

商工会、ＪＡ及び行政関係者からの意見聴取について、お諮りをいたしました。聴取を

すべきだという賛成意見は、商工会との契約、商工会の会員及び理事就任問題、商工会

職員による営業を休止した業者に対する指定業者への再納入打診等の問題を調査すべき

ということでありました。これに対して反対の意見は、関係団体を聴取しても商工会内

部の問題及び契約の問題等が主になり、政治倫理条例に抵触するか否かの判断材料はな

いと思われるということでありました。いろいろ賛否が別れましたけれども、表決の結

果、意見聴取は実施しないことを決定いたしました。（２）で各委員の意見表明方法に

ついて協議をいたしました。これまでの調査を踏まえ、政治倫理条例に抵触するか否か

について各委員の考え方の表明について協議した結果、政治倫理条例に係る調査表に考

え方をまとめて提出することを決定いたしました。表決については抵触するという委員

が多数で、認定しましたという表決の仕方ではなく、認定する委員が何人、認定しない

委員が何人と。そういう表決の仕方に留めるということを確認いたしております。 

第５回特別委員会は２９年８月２５日に開催をいたしました。今までの調査を踏まえ、

それぞれ提出された調査票の集計結果等を踏まえて、特別委員会としての最終判断を協

議いたしました。その結果につきましては、３ページで説明した通りでありますので省

略をいたしますけれども、政治倫理条例に抵触理由ということで、（１）（２）載せて

おります。（１）が政治倫理条例第３条、政治倫理基準は議員が遵守すべき事項を第１

号から第７号まで規定しているが、対象となるのは第１号から４号までに抵触するか否

かである。まず第１号は、「町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の

行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと。」

となっております。これに対しては、４人の委員が新聞報道されたこと自体が疑惑を持

たれたことになり、第１号に抵触するとしておりました。次に第４号ですが、「町の職

員の適正な職務の遂行を妨げ、又はその職権を不正に行使するよう働きかけをしないこ

と。」というのが条文でありますけれども、８人の委員が家族が経営する米店の納入が

減るので困ると抗議した事は事実であり、議員は西岡克之個人としての行為であると繰

り返し答弁しているが、抗議によりＪＡ発注分の取り消し、西岡屋（議員を含む）との

調整、調整を踏まえてＪＡへの再発注等町教委の事務を二転三転させた行為は事実であ

り、第４号に抵触するとしております。第３号は、給食会計は私会計であり対象外とし

ておりましたけれども、２人の委員が抵触するとしております。（２）で第１条の目的



に抵触するとした委員は４人、第２条第２項は議員の責務でありますけれども、３人の

委員が抵触するとしておりました。それぞれ条文中、いやしくもその権限または地位に

よる影響力を行使し、あるいはまた、いやしくも特定の個人団体の利益を求めて等の条

文に抵触すると判断したということでありました。 

次に８ページ、新聞報道の真偽でありますけれども、まず大きく分けて、教育長の町

議の影響が無かったと言えば嘘になるとの発言につきましては、教育次長の発言であっ

たという説明がなされましたけれども、発言があったことは事実で、町教委側は議員の

影響を認めたことになるというふうにしております。２番目が、町議は教育を訪ね親族

の米店の納入が減るので困ると抗議と。これについては（１）で町教委側の説明答弁で

もこれが明確になりました。西岡議員の答弁につきましては、明確にこれを認めません

でしたけれども、協議の中で、議員は内容確認に行ったと言うが内容確認と納入が減る

ので困るとの抗議は矛盾するとの質疑に、内容確認の一環でそういう話が出たのかなと

答弁をしました。再度確認の質疑にも、確認の中でそういう言葉が出たのかなと推測及

び理解していますと答弁してます。明確に発言を否定する、そういう発言をしていない

と否定する答弁ではなかったことから、委員長としてそういう発言があったものと認め

たものと思うとして他の質疑に移った経緯があります。その他の記事ということで、副

町長への面談、副町長から町教育委員会へ調整出来ないか連絡したとの記事も事実であ

ることが立証されました。また（２）でＪＡへの発注、発注取消、納入月を変更して再

発注された記事も事実であると立証されました。 

政治倫理上の争点等については、皆さんから提出いただいた調査表から抜粋をしたも

のであります。西岡議員の議員としてではなく個人の行為との答弁がありましたけれど

も、これには抵触すると考える委員の内７人が議員としての行為であると判断をしてお

ります。教育長は業者と直接会うことはない、議員が来られれば相談に乗ります、だか

ら相談を受けましたと答弁をしている。また、教育委員会側の説明でも西岡議員が来ら

れる等、西岡議員の名前が数多く出てくると。３番目は、議員は３６５日２４時間議員

であり、自分の都合で使い分けることは言語道断である。４番目が、個人で行っており

条例に触れないと言っているが、町教育委員会側は議員であることを前提に対応してい

る。自覚が足りない。議員は公人である。５番目が、選挙で町民の負託を受け活動する

中で行政との関りは全て議員としての役割と考えるのが当然である。町教委側は議員だ

からこそ面会対応したと説明している。７番目に、議員職は個人と線引き出来ない。線

引きするならば個人活動及び営業活動の場合は議員報酬を返還すべきだ。こういう意見

がありました。抵触しないと考える委員の内２人がこの問題に触れ、他の委員は言及が

ありませんでした。個人で役場に行ったつもりでも、議員である以上、今回のように嫌

疑が掛けられることもあるのだと思うという意見でありました。２番目が一個人であれ、

西岡家の一員であれ、西岡克之氏は議員であることには間違いがない。要は今回の事例

が政治倫理条例の何条に抵触するかにあるかと解すべきである。３番目が、議員として



職員の適正な職務の遂行を妨げる、また職権を不正に行使して働き掛けた等の言動は、

今日までの教育長の答弁では見受けられないというのが、抵触しないと考える委員の考

えであります。判断出来ないとする委員の考えでありますけれども、特別委員会で、こ

の個人であるか議員であるかについては一定の判断はしませんでしたけれども、その判

断が示されたことを前提として意見を述べておられました。議員は選挙で住民の負託を

受け、議員として報酬を受けている。行政との関りは全て議員としての役割と考えるの

は当然であり、行政に対して個人と議員を使い分けることは、税金で報酬を受けている

ものとして不適切であり、住民の信頼を損ねると。判断出来ないとする委員の考えは、

以上のようなものでありました。ＪＡ発注分は６月、７月に分けられ数量に変わりがな

いということと政治倫理条例の関係については、そこに書いておる通り抵触すると考え

る委員の内５人が、ここに書かれておりました。抵触しないと考える委員の内２人が、

この問題にも触れておりました。中身は省略をいたします。その他、争点等ということ

で、これも政治倫理条例に係る調査票から抜き出したものでありますけれども、商工会

との契約にも係るＪＡに発注したことによる議員の抗議問題。これについても、抵触す

ると考える委員の内５人が言及をしております。それから、抵触しないと考える委員の

内４人がこの事にも言及をされております。中身は省略をさせていただきます。２のそ

の他意見についても、これについては政治倫理条例の見直しをすべきだとかそういった

ものが書かれておりました。省略をさせていただきます。 

そして、時計文字の７番目に教育委員会に改善を求める事項についてでありますけれ

ども、これも調査表に書かれたものを抜粋しております。契約書については、地方自治

法や長与町財務規則等の適用を受けない契約であるとはいえ、内容に乏しく不備を感じ

る、内容を精査し問題が起こらないような条項で整備する等、検討研究すべきと考える

と、同主旨の意見が１人ありました。随意契約とはいえ、納入後業者を変更する前は事

前に十分な説明も必要だと考えると。３番目に権力者等からの依頼や抗議等不当な支配

があった時は服することなく毅然とした対応が必要である。同種の意見が５件ありまし

た。電話対応だけでなく文書での確認も必要である。それから、業者選定委員会の設置

等、今後の契約の在り方についてルール化を進めてほしい。次に６番目に前例踏襲の廃

止、職場風土の改革を求めるというものもありました。７番目に商工会指定業者で２年

間も納入実績が無い業者をなぜ参入させたのか。この業者は過去に異物混入が有ったと

聞くが契約書第５項の規定に反しており、第８項１号の規定により契約を解除すべきで

あった。８番目に商工会との契約は、商工会が契約の疑惑隠しに協力していると疑われ

ることになりかねない。他の食材と同様、直接契約にすべきだ。それから、９番目が教

育基本法、地教行法、学校教育法及びこれらの法の精神から逸脱した対応があったよう

に思われる。以上であります。 

終わりにということでまとめておりますけれども、これは下から３行目にまとめてお

りますけれども、議会として係る不祥事を二度と起こさない為にも、特別委員会での調



査を踏まえて、条例の見直しを含め、更なる議会改革に努め、議事機関及び監視機関と

しての役割を果たし、議会基本条例に掲げる執行機関と切磋琢磨する議会の実現を目指

さなければならないということで結びをさせていただいております。なお、集計表、そ

れから給食米の流れ、先程言いました質疑応答の内容、それから提出いただいた調査表、

これを別紙として添付させていただいております。以上で報告を終わります。 

○議長（内村博法議員） 

これで委員長の報告を終わります。 

ただいまの報告の通り本特別委員会の調査を終了いたします。 

（河野議員より「動議」の発言あり） 

河野議員。動議の説明をお願いします。 

○１４番（河野龍二議員） 

ただいま、特別委員会の報告が行われました。私は、この報告に基づいて、議員発議

で西岡克之議員に対する議員辞職勧告決議の提出をいたします。 

（「賛成」の声あり） 

○議長（内村博法議員） 

しばらく休憩いたします。 

(暫時休憩） 

○議長（内村博法議員） 

休憩を閉じて会議を再開いたします。 

ただいま、河野議員から議員辞職勧告決議の動議が提出されました。この動議は２人

以上の賛成者がありましたので成立しました。 

議員辞職勧告決議を日程に追加し、議題とすることに採決を行いたいと思います。 

この採決は起立によって行います。この動議を日程に追加し、議題とすることに賛成

の方は起立願います。 

（起立多数） 

賛成者が８名です。賛成しない者７名。 

賛成多数で議題とすることに可決されました。 

場内の時計で１時１５分まで休憩いたします。 

（休憩 １２時１３分～１３時１５分） 

○議長（内村博法議員） 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

まず日程第２２、議員派遣の件を議題といたします。 

お諮りします。 

会議規則第１２９条の規定により、お手元に配付のとおり議員を派遣したいと思いま

す。 

御異議ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、お手元に配付のとおり議員を派遣することに決定いたしました。 

次に日程第２３、委員会の閉会中の継続調査申し出を議題といたします。 

総務文教常任委員長、議会広報広聴常任委員長、議会運営委員長から目下委員会にお

いて調査中の事件について、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配布しました

申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（内村博法議員） 

異議なしと認めます。 

したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いた

しました。 

次に追加日程第１、発議第３号西岡克之議員に対する議員辞職勧告決議について、本

件については、地方自治法第１１７条の規定により除斥に該当しますので、西岡議員の

退場を求めます。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○議長（内村博法議員） 

休憩前に引き続き会議を再開します。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

河野龍二議員。 

○１４番（河野龍二議員） 

それでは提案理由の説明を行います。 

発議第３号西岡克之議員に対する議員辞職勧告決議、上記議案を別紙のとおり会議規

則第１４条第１項及び第２項の規定により提出します。平成２９年９月２５日。 

提出者長与町議会議員河野龍二。 

賛成者長与町議会議員堤理志。 

賛成者長与町議会議員金子恵。 

賛成者長与町議会議員安部都。 

提案理由としましては、西岡克之議員は給食米の納入にめぐり自身が教育委員会に抗

議した行為が、長与町教委給食米トラブル、町議反発、発注を変更の見出しで新聞報道

されました。この報道に基づき６月９日の本会議において、長与町議会議員政治倫理条

例に係る調査特別委員会、以下特別委員会と言う、設置を決議しました。 

新聞報道に係る実態調査及び長与町議会議員政治倫理条例以下、政治倫理条例と言う、



に基づく調査を行いました。特別委員会の調査では、新聞報道で教育長の発言とされて

いた町議の影響がなかったと言えば嘘になるは、教育次長の発言と説明がありました。

他の報道内容は事実であることが立証されました。 

西岡議員は、特別委員会の質疑に対し、議員としてではなく個人の行為である。圧力

をかけていない。政治倫理条例には抵触しないなど、自らの行為を正当化する趣旨の答

弁を繰り返していますが、委員の多くが西岡議員の一連の行為は、政治倫理条例に抵触

するとしています。 

政治倫理条例第３条第２項では、議員は政治倫理に反する事実があると疑惑を持たれ

たときは、自ら疑惑の解明にあたるとともにその責任を明らかにしなければならないと

規定していますが、西岡議員は責任を明らかにすることなく今日に至っています。 

このことは議会自ら定めた長与町議会基本条例及び政治倫理条例に反し、町民、議会、

行政の信頼関係を著しく損なうとともに、議会のコンプライアンスも失墜することにな

ります。議会の信頼回復を図るとともに、議会の秩序を保持するためにも、西岡議員の

議員辞職勧告決議を提案するものであります。 

以上、西岡克之議員に対する議員辞職勧告決議を読み上げて提案理由としたいと思い

ます。 

西岡克之議員に対する議員辞職勧告決議。新聞報道の趣旨は、給食米の納入をめぐり

町議が反発し、教育委員会は発注を変更、であった。このことは長与町議会議員政治倫

理条例、以下、政治倫理条例と言う、に抵触が疑われる行為である。６月６日に全員協

議会を開催し、関係者の説明を受け質疑を行ったが、さらなる疑義の解明が必要とし６

月９日の本会議において、長与町議会議員政治倫理条例に係る調査特別委員会、以下特

別委員会と言う、の設置議案を賛成多数で可決し設置が決定した。特別委員会の質疑で

西岡克之議員は、議員としてではなく個人としての行為である。相手がどう思うかだが

圧力はかけていない。大事な通知は電話でなく文書ですべきだなど繰り返し答弁し、し

たがって政治倫理条例には抵触しない、など自らの行為を正当化し、自己弁護に終始す

る答弁を繰り返している。新聞報道の実態把握は時間をかけて慎重に調査した。教育長

の、町議の影響がなかったと言えば嘘になるとの発言は、教育次長の発言である旨の説

明があった。町議の影響の問題は、発言者は報道と相違していたが、発言の事実であっ

たことを教育委員会は認めた。その他報道内容も事実であることが立証された。西岡議

員が政治倫理条例第１条、目的を十分に理解し、倫理観を保持して活動するならば、家

族が経営する米店のために教育委員会に抗議する行為は防げたはずである。同条例第３

条第１項は、議員が遵守すべき政治倫理基準を規定している。同条同項第１号は、町民

全体の代表として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正

の疑惑を持たれる恐れがある行為をしないこととしている。 

新聞報道されたこと自体がその職務に関して不正の疑惑を持たれた結果である。 

同条同項第４号は、町の職員の適正な職務の遂行を妨げまたその職権を不正に行使す



るよう働きかけをしないこと、と規定している。調査の過程で抗議により発注取り消し

など教育委員会の業務を二転三転させている。この行為は、第４号に明確に抵触するも

のである。同条第２項は、政治倫理に反する事実があると疑惑が持たれたときは、自ら

疑惑の解明にあたるとともにその責任を明らかにしなければならないと規定している。

この問題にかかわる質疑に対しては答弁は差し控えたいと、真摯な対応とは思えない答

弁をしている。地方自治法は、不祥事を起こした議員は、いわゆる政治的責任をどうい

う方法でとるかは、議員自身が決めることを前提に議員辞職勧告決議を規定していない。

法的拘束力はないものの、重たい決議であることは理解しているが、新聞報道から３か

月経過してもなお、自らの責任を明らかにしていない。かかる不祥事を二度と起こさな

いためにも、この問題を看過することは、議会に対する町民の期待を裏切り、議会のコ

ンプライアンスも失墜することになる。よって特別委員会での実態調査を踏まえて、長

与町議会基本条例及び政治倫理条例に照らし、町民の議会への信頼回復及び議会の秩序

を保持するため西岡克之議員の議員辞職を勧告するものである。以上を決議する。平成

２９年９月２５日、長与町議会。以上、提案理由の説明といたします。 

○議長（内村博法議員） 

これから発議第３号に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

饗庭議員。 

○５番（饗庭敦子議員） 

この決議書なんですけれども、今言われたように、重たい決議であると思います。そ

うした場合に、なぜ今の時期なのか。やはり議会の初め方で、委員会に付託するという

ことを考えて十分に議論すべきではないかと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（内村博法議員） 

河野議員。 

○１４番（河野龍二議員） 

唐突に出されたという感があるということについては、大変申し訳ないというふうに

思っております。この時期になった理由というのは、一つは、特別委員会の報告が本日

されるということで、特別委員会の報告が、まだ十分な報告がされてない時期に出すの

は不適当だというふうな考えが一つありました。もう一つは、委員会の付託で十分議論

すべきだということでありましょうけども、特別委員会でそれぞれ議員が十分議論して

きたことだというふうに思います。あとは皆さんの判断であるかなというふうに思いま

すので、この場での提案となりました。もう一つ提案時期が遅れたのは、やはり同僚議

員を自ら議会が辞職勧告を求めるというのは非常に心苦しいところがあります。そうい

う意味では非常にこの勧告決議を出すにも、私自身迷いがありました。その迷いが提出

時期を遅らせたという形になっておりますので、どうかその辺を十分理解していただき、

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（内村博法議員） 



饗庭議員。 

○５番（饗庭敦子議員） 

特別委員会の報告が本日ございましたので、その前にするのは不適当というのは理解

するところでございますけれども、特別委員会で報告したこと、我々が政治倫理条例に

抵触するかどうかということを話し合ったところで、辞職勧告となるとまたそれ以上の

問題かというふうに理解します。その場合に、やはり今日委員会報告を受けたわけでこ

れは委員会報告として我々がいろんな調査をした結果で出しました。その後、議長がど

う対応するかっていうのを見ていくべきことも必要かと思うんです。だからこそ、なぜ

この時期なのか。委員会で一生懸命議論した結果を受けて抵触するというのが賛成多数

ではございませんが、多かったという結果だったというふうに理解しております。 

その中で、あとは議会体として議長にやはり何かしらの対策をとってもらうべきだと

いうふうに思うんですね。最近、先日の請願の取り消しなど、若干議会軽視につながる

んじゃないかというふうに考えておりますので、提出するという方の中で、議会にとっ

て重要な案件はやはり順番どおりするべきではないかと思いますが、再度お伺いします。 

○議長（内村博法議員） 

河野議員。 

○１４番（河野龍二議員） 

饗庭議員が言われる議長としての判断を仰ぐ部分も一つは手段としてあったかという

ふうに思います。ただ私が思うには、この問題をあまり長期化するのもどうかという判

断もありますし、先ほど言いましたように、我々同僚議員をこうした形で決議を上げる

というのは、非常に心苦しいという部分があると同時に、我々ができる部分がこういう

取り組みではないかと、こういう決議を上げることではないかと、議会の自浄能力とい

いますかね、自ら律するというところをできる部分は、こういう決議を上げることでは

ないかというふうな形で考えて今回決議を上げました。時期については、先ほど言いま

すようになかなか決議を上げるかどうかというふうな部分に迷いがありました。何度も

言いますけども、同僚議員をこういう決議で対応するというのに心苦しさもあり、そう

いう部分で迷いがずっとこの時期になったと。確かに言われるように議長に判断を仰ぐ

というのもありましたけども、その前の段階で議会の自浄力を発揮するという意味では

この決議を上げるのが必要ではないかということで、その迷いの中から本日になったと

いうふうな形で御理解いただきたいというふうに思います。 

○議長（内村博法議員） 

他に質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっています発議第３号は、会議規則第３９条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、発議第３号は委員会付託を省略することに決定しました。 

これから発議第３号の討論を行います。 

まず、反対討論ありませんか。 

竹中議員。 

○１６番（竹中悟議員） 

私は反対の立場で討論したいと思います。今回の特別委員会では８名と７名と反対、

賛成が拮抗してるわけですね。そしてはじめからこの委員会というのは非常に抵触あり

きの委員会の進め方というふうに、私はこの３０年間の中で初めてこんな乱暴な委員会

があったというふうに理解をいたしております。私はこの内容につきましては報告書に

書いておりますとおり、このことについては私会計でありますし、議会が介入する問題

ではないと。それから双方、本人とそれから教育委員会側も完全に否定をされてるわけ

です。それと同時に私たち議員がみんなその場に立ち会っていないと。人の言葉で推測

して行動するというのはいかがなものかと思います。と同時に、これが当然法廷闘争に

なると私はそんなように思います。そのときに、この法廷闘争で何もなかったというこ

となると、誰が責任を持つんでしょうかと、そういう感覚もあります。そういうのを含

めまして反対とします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

安部議員。 

○３番（安部都議員） 

発議第３号西岡克之議員に対する議員辞職勧告決議に賛成の立場で討論いたします。 

今回の事案において長与町議会議員政治倫理条例に係る調査特別委員会が持たれまし

た。そして数回にわたる各議員からの質疑に対し、西岡議員の答弁は、保身擁護の正当

化する発言であり、議員としての説明責任を果たしたとは思えませんでした。 

教育委員会や副町長への抗議も、個人として行った、分かりません、覚えはない、政

治倫理条例に反しないなどの一点張りで全く反省の謙虚さも感じられることはありませ

んでした。また媒体でも報じられ世間を騒がせた責任は大変重要なことであります。教

育委員会からの説明に対し、一度は了解しながら一方では納入が減るのは困る。こちら

は被害者だ。町教委は説明不足でＪＡ側に発注したのは疑問、などの抗議をしており、

本人が言う、内容確認のために会った、との意に反する言動は矛盾をしております。 

一般的に議員はいろいろな団体からの要望等に同行したりしますが、それは公共の福

祉と町民の利益のための議員活動の一環の正当な行為として行われます。当該議員の個

人的利益につながる議員としての抗議がどれほどいろんな方や周りを巻き込むことにな

ったのかの認識が欠如していると思われます。実際に教育次長の町議の影響がなかった



と言えばうそになるという発言を踏まえれば、誰が見ても議員の数回にわたる圧力によ

り、副町長の調整できないかとの教委に連絡したことや教育委員会の発注変更に至った

流れは矛盾しないものと思います。なぜなら７月３日の私の教育委員会への質問でも、

西岡議員からの抗議がなかったならばＪＡに発注した米を変更することはなかったので

はないかとの質問に対し、教委は、西岡議員が言ってこなければ変更することはなかっ

たとの答弁をされており、何の問題も起きることはなかったはずです。このことを踏ま

えれば、当該議員の数回にわたる抗議が影響を与え町職員の適正な職務遂行を妨げたも

のとなります。以上のことから当該議員のとった一連の行為は、議員としてあるまじき

行為であり疑惑解明にはほど遠く、町民の信頼を揺るがせ、町政全体へのイメージダウ

ンにつながったことから真摯に町民へ謝罪し反省を促す意味でも発議第３号に賛成とい

たします。追伸ですが、教育委員会の要望として権力者からの依頼や抗議など不当な支

配があったときには、服することなく毅然とした対応が必要であり、今後ガイドライン

などを設定し、公平公正な判断をしていただきたく、これからも子供たちのおいしい食

の安全には十分に御配慮を願いたいと思います。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

安藤議員。 

○６番（安藤克彦議員） 

私は、本決議に反対の立場で述べさせていただきたいと思います。まず私は先ほどの

動議に対しましては賛成の意思を表明しましたが、本決議には反対です。それは、出さ

れた提案、いわゆる動議で出された提案を議論もせずに、議論の場に出すこと自体を拒

むことが議会として、また議員として適切ではないと考えるからです。開かれた議会を

目指す長与町議会としては当然の行動をしたものと思っております。そこを御理解いた

だいた上で反対意見を述べさせていただきます。まず法的根拠からですけれども、これ

は決議書の中の最後の方にも記載されておりますけれども、自治法は辞職勧告決議案を

規定しておりません。すなわち、本決議は法律上認められたものではなく、事実上、議

会の意思の決定を求めるものだと思っております。しかし議員には提案権がございます

ので、要件を満たした提出ならば審議する必要があることは否定しません。ですので私

は先ほど賛成しております。しかし提出権を盾に何でも提案していいものではございま

せん。その一つがこの辞職勧告決議案と思っております。当該議員が議員として適当か

どうかは選挙した住民が判断すべきものと考えております。選挙された議員が、同じく

選挙された議員についての適、不適を判断する権限はございません。また、議員の任期

は法律で保障されていること、辞職勧告決議案には法的拘束力がないこと、当該議員が

辞職勧告決議に反した行動をとった場合は、議会の権威の低下の懸念が上げられます。

また今回の件は罰則規定のない倫理条例への抵触が疑われ、多くの議員がそれを認定し

ている状況です。法を犯したものではなく、起訴されたものでもなく、有罪が確定した



不祥事でもないことが言えます。確かに特別委員会での聞き取り調査では、議員による

圧力は双方否定するものの、両者の説明には食い違いが多く、特に商工会を経由しての

受注には不可解な点が多く残りました。これらのことからも、議員はみずからが住民の

代表として適、不適のいずれかであるかを判断する必要があると思います。政治的責任

をどういう方法でとるかは当該議員本人が決めることであり、議会や同僚議員が決議で

強要すべきことではありません。あくまでも自身が決定することだと考えます。さて、

せっかくの機会ですのでちょっとお話ししたいんですけど、調査結果では７名の議員が

条例に抵触しているという判断をしました。その中、あるいは他の事項に関しましても

倫理条例に対しグレーな部分が多かったように感じておりました。いわゆる、長与町政

治倫理条例の中にも多少不備があるものではないかと考えております。今後、議会運営

委員会を中心に行われると思うんですけれども、政治倫理条例の不備を見直し、さらな

る良い条例を作っていくように望んで反対討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に賛成討論はありませんか。 

金子議員。 

○７番（金子恵議員） 

発議第３号、西岡克之議員に対する議員辞職勧告決議について賛成の立場で討論いた

します。本年６月１日に学校給食米に関する新聞報道がなされた件に対し、長与町議会

議員政治倫理条例に係る調査特別委員会が設置されました。その中で、教育委員会、西

岡議員への質疑を行い、実態把握に努め、その議員の行為が倫理条例に基づき行為規範

から外れていないかの調査を中心に行いました。 

この特別委員会は、調査のみの委員会であり最終的には倫理条例に抵触するか否かの

各議員の判断と、それに基づく調査票の提出、委員長報告により終了いたしましたが、

６回に及ぶ委員会の中で、私個人としては実態の把握がなされたとは思えず、さらなる

調査を希望しましたがかないませんでした。抵触するとした議員の考え方は、政治倫理

条例３条３号の町の請負契約にはあたらないが、１号、４号に抵触するのではないかと

いう意見が多く、その内容は、農協に発注されていた６月分の取り消しを教育委員会に

行わせるなど、その抗議行動こそが今回の報道の発端であり、結果、町教委の業務を二

転三転させるきっかけになっていること。また、議員という立場、職責を不正に行使し

ないこととされている部分に違反するのではないかと考えます。 

しかし、西岡議員は個人であることを主張し、被害者であるという答弁も行っており、

反省するでもなく現在に至っています。抵触しないとした意見の中にも、個人で出向い

ても議員である以上、今回のように嫌疑がかけられることもあるのだと思うとあるよう

に、議員である以上、議員として見られることは至極当然であり、自身の都合で決める

ことはできないと考えます。その点をとっても議員、公人としての意識の欠如は著しい

と思います。私たち議員は善良なる町民による選挙により選ばれた代表であり、公人で



す。３６５日２４時間、常にそのことを自覚するとともに、その負託にこたえるべく懸

命の努力をし、先導者、リーダーとなるべきものです。しかし、議員の行為は負託に答

えるどころか、私利私欲に走った行為としか言いようがないように感じます。今回問わ

れている議員政治倫理条例の目的は、地方政治の不正腐敗を防止しクリーンにすること

にあります。言いかえれば住民の代表者たる公職者がその権限や地位を利用して、自己

または特定の者の利益を図ることのないようにするための条例です。条例の適用対象は、

議員のみならず首長、副首長、教育長とするのが通例です。これらの公職者は広範な政

治的裁量権を持ち、ゆえに政治倫理が厳しく問われなければなりません。このことから

も当該議員は条例を理解し遵守するべきであることをいま一度考えるべきです。これは

すべてに対するけじめです。抗議行動がなければ何もなかったという教育委員会の答弁

にあるように、その行為からこの様な事態になったこと、それは政治結社の街宣活動に

まで至りました。住民の不安を生み、信頼を損ねたことへの謝罪は当然であると考えま

す。提出された今回の決議案には法的拘束力がないこと、また、住民に選ばれた議員に

議員自らが辞職勧告を突きつけることはふさわしくないとする見解など、さまざまな考

え方があることも理解しております。今回の決議案により当該議員に猛省を促し、また、

今後長与町議会議員活動の中での再発防止の一つとして、住民に信頼される議会にする

ため、そして当該議員のみではなく議会全体で再考する、律する機会としていくべきも

のと考え、賛成といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

発議第３号西岡克之議員に対する議員辞職勧告決議に賛成の立場から討論を行います。

長崎新聞が報じた長与町の小中学校給食米をめぐる報道を受けた本年６月６日の議員全

員協議会での教育委員会の説明によると、西岡議員が経営の一端を担っている西岡屋が

学校給食米を半ば独占的に受注していること及び今後長与町産の米飯を一部活用する方

針を教育委員会が立てたことに鑑み、給食強化月間は別の業者を参入させたい意向を西

岡屋に早い段階で伝達していたということでありました。 

給食米納入契約書によれば、給食米契約は１０キログラムあたり単価を定めたもので

あり、年間数量、年間受注についての確約を取り決めたものではないため、他の業者が

参入しても契約違反には該当しないものと考えます。西岡議員は教育委員会の方針を了

承したものの、後日役場を訪問し１年間分の米を確保しているので困るという旨の発言

をしております。こうした経緯があり給食強化月間は、西岡屋への発注は停止されるは

ずであったものが、数量の変化こそあれ継続されることになりました。 

西岡議員は、教育委員会や副町長との接触について個人としての行動であったと釈明



をしております。一方教育委員会側は、議員が何も言ってこなければ方針どおり進む予

定であった旨の発言をしており、町議会議員からの接触であったからこそ面会し対応し

たとの認識を示しました。 

新聞報道では、教育長が町議の影響がなかったと言えばうそになると説明したとする

部分は特別委員会での調査により、教育委員会幹部の発言でありました。教育長の発言

でなかったとしても、そもそも教育委員会事務局の幹部が町議からの要求であったと受

け取る言動がなされた点は、この問題の本質を見る重要なポイントであります。議員政

治倫理条例に関する特別委員会の調査では、これら客観的事実の積み上げがなされまし

た。こうした事実から、当該議員の一連の行為は議員政治倫理条例に抵触すると言わざ

るを得ません。圧力の有無については客観的事実及び社会通念上、社会的常識に照らし

て明らかであります。 

そもそも議員政治倫理条例は、圧力があったかなかったか、その有無を判定基準には

しておりません。議員政治倫理条例は、疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと。

働きかけをしないこと、とあるわけです。議員政治倫理条例は、自己の利益を図り公正

民主的な町政発展を阻害し、町民の利益確保を損なってはならないこと。そして議員と

しての立場を利用し、町職員の適正な職務遂行を妨げてはならないということを規定し

ております。当該議員は、議員としての行為ではなく個人としての行為であったと発言

し、一度として反省の意思を示すことはありませんでした。当該議員に対し、議会が責

任を問う手段は辞職勧告しかありません。辞職を強制する手続ではありません。あくま

でも勧告するという内容であります。町議は有権者から選ばれた公人であります。それ

こそ一個人ではないんです。だからこそ、このような問題が起きないように行動する必

要がありますし、反省する必要があります。そのことを議員政治倫理条例を議員そして

議会自らが策定し各議員に義務づけています。この決議を採択し本人に反省を促すとと

もに、圧力や介入のない長与町政をつくるために、議員各位にこの決議への賛同を私か

らもお願いし討論といたします。以上です。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論ありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

喜々津議員。 

○１１番（喜々津英世議員） 

私も発議第３号西岡克之議員に対する議員辞職勧告決議に賛成の立場で討論をいたし

ます。もう先ほどから賛成討論の中で縷々出てまいりましたので、なるべく重複しない

ようにしたいと思いますが、今回の行為は政治倫理条例第３条の第１号、第４号に抵触

することは特別委員会の調査でも明らかになっております。特別委員会の調査でも８人

の委員が、この行為は抵触するというふうに述べております。西岡議員は特別委員会の

調査において、先ほどから出ておりますけれども、議員としてではなく個人として訪問



したんだ、訪れたんだと繰り返し答弁をしておりますけれども、これは個人の行為なの

で政治倫理条例には抵触しないんだという理論構成になっておりますけれども、私は思

い違いも甚だしいというふうに感じております。 

我々議員は、税金で報酬を得ている身であります。私の欲望は抑えて、公のために尽

くすというのが議員の使命であると思います。議員を志した時点でそれだけの覚悟を持

たなければならないと思います。選挙で選ばれた議員は公人であり、今回のような行政

の事務に係る問題で、議員と個人を使い分けること自体が政治倫理の基本認識、倫理観

が欠如していると言わざるを得ません。政治倫理条例第３条第２項は、議員は政治倫理

に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら疑惑の解明に当たるとともに、そ

の責任を明らかにしなければならないと規定しています。この件について特別委員会の

中で西岡議員に質問をしましたけれども、まだ、よくこの文言がのみ込めていないので

何とも答弁のしようがございません。答弁は差し控えたいと思います、との答弁でした。

自身の政治倫理条例問題で特別委員会に呼ばれ、説明を求められること分かっていなが

らこの答弁であります。政治倫理条例を全く理解していないと言わざるを得ません。議

員に不祥事があったときの責任のとり方は、先ほど多くの議員から地方自治法の問題等

を例に出されてありました。これも十分理解をしておりますけれども、西岡議員は全員

協議会において、例えば、今回の報道により皆様に御心配、御迷惑をおかけしたことを

遺憾に思っています。また、特別委員会では、委員の皆様におかれましては、お時間を

使い特別委員会の調査、研究大変御苦労様ですと説明をされました。まるで他人事のよ

うな発言でありました。自らの行為に対する反省は全く感じられない。自らの責任を明

らかにするものでもありませんでした。西岡議員は給食米問題を教育委員会の責任にす

りかえ、自らの行為を正当化する発言を繰り返しています。本町は自他ともに認める教

育の町であります。町の将来を担う子供たちの給食米をめぐる不祥事は決して看過する

ことはできないと思います。特別委員会は調査が主目的であり、調査報告で終了いたし

ます。私どもが定めた政治倫理条例は罰則規定もありません。したがって、西岡議員が

自らの責任を明らかにしないのであれば、今日まで築き上げてきた議会の信頼回復ある

いは議会の秩序を守るため、議員辞職勧告もやむを得ないものと判断をいたしました。

議員各位の賛同を期待し賛成討論といたします。 

○議長（内村博法議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論ありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから追加日程第１、発議第３号西岡克之議員に対する議員辞職勧告決議を採決い

たします。 

この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 



（起立少数） 

起立少数。 

したがって、本案は否決されました。 

暫時休憩します。 

（暫時休憩） 

○議長（内村博法議員） 

休憩を閉じて会議を再開します。 

以上で、今期定例会に付議されました議案の審議は全部終了いたしました。 

お諮りします。 

会議規則第４５条の規定により、今期定例会において議決されました案件につきまし

て、字句数字、その他、軽微な整理を要するものがあった場合、その整理を議長に委任

されたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

したがって、これら整理を要するものにつきましては、議長に委任することを決定い

たしました。 

閉会にあたり町長から発言の申し出がありますので、許可します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

皆さんどうもお疲れさまでございました。閉会をさせていただくんですけども、その

前に先週、日本列島を横断いたしました台風１８号、国内に大きな被害をもたらしたわ

けでございます。幸いにいたしまして本町では被害の報告はあっておりませんけれども、

被災された皆さん方には心よりお見舞いを申し上げたいと思っております。また、国会

では衆議院を解散するというようなことで、今、進んでおるようでございますけども、

来月総選挙の予定との報道もなされております。我が国では緊迫した北朝鮮の核問題、

あるいは憲法改正、教育や社会保障制度の見直しなど多くの問題を抱えております。こ

の後の動きが注視されるところでございます。 

それでは閉会に当たりまして一言御あいさつをさせていただきます。去る９月５日に

開会をしていただきました平成２８年第３回定例会も本日閉会となったわけでございま

す。本定例会では平成２８年度の各会計歳入歳出決算認定をはじめ提案いたしました各

議案につきましても、御審議をいただいたわけでございますけれども、本当に長い期間、

慎重に御審議を賜り、本日それぞれの案件につきまして御決定をいただきました。心か

ら御礼と感謝を申し上げる次第でございます。また１１名の議員さんから今回一般質問

をいただきました。町政の発展の立場から御指摘、御指導を賜りました。心から感謝を

申し上げます。皆さま方の御指導、御提案、また御指摘につきましては真摯に取り組ん

でまいりたいと思っております。今後とも我が長与町が幸福度日本一の町となることを



目標に、職員ともども全力で取り組んでまいりたいと考えておりますので、皆様方の御

指導、御協力のほどよろしくお願い申し上げたいと思っております。 

いよいよ季節は秋を迎えるわけでございます。スポーツに文化にこれから行事も多く

なってまいりますけれども、皆さま方におかれましても御参加、御協力をいただきます

ことと思います。どうか御高配を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、閉会に

あたりましての私のあいさつとさせていただきます。まことにありがとうございました。 

○議長（内村博法議員） 

以上で本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

これで平成２９年第３回長与町議会定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

（閉会 １３時５７分） 

 


